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る体制を構築するため、市長公室を設置する

など部及び分掌事務の一部について、再編整

備を行うこととした。 
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特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、市長等及び教育長の期末手当の支給割合を年間０．０５月分引き上

げることとした。 

ア 平成２７年１２月に支給した期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

１２月 １．６２５月分 １．６７５月分 

 

イ 平成２８年度からの期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

６月 １．４７５月分 １．５０月分 

１２月 １．６７５月分 １．６５月分 

合計 ３．１５月分 ３．１５月分 

 

２ 給与について、病院事業管理者が亀岡市立病院の病院長を兼務している場合は、亀岡市立病院

の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づくこととすることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行し、平成２７年１２月１日から適用することとした。ただし、

１のイ及び２の改正については、平成２８年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 平成２７年の国の給与改定措置に準じ、本市一般職員の給与に関し、勤勉手当の支給割合等に

ついて、次のとおり改正することとした。 

⑴ 期末、勤勉手当の支給割合の改正 

ア 平成２７年１２月に支給した勤勉手当の支給割合を０．１月分（再任用職員は、０．０５

月分）引き上げて、次のとおりとすることとした。 

 現 行 改正案 増 減 

（一般職員） 100分の75 100分の85 100分の10 

（幹部職員） 100分の95 100分の105 100分の10 

（再任用一般職員） 100分の35 100分の40 100分の5 

（再任用幹部職員） 100分の45 100分の50 100分の5 
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イ 平成２８年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 ６月期 １２月期 計 

期 末 手 当    

（一般職員） 100分の122.5 100分の137.5 100分の260 

（幹部職員） 100分の102.5 100分の117.5 100分の220 

（再任用一般職員） 100分の65 100分の80 100分の145 

（再任用幹部職員） 100分の55 100分の70 100分の125 

勤 勉 手 当    

（一般職員） 100分の80 100分の80 100分の160 

（幹部職員） 100分の100 100分の100 100分の200 

（再任用一般職員） 100分の37.5 100分の37.5 100分の75 

（再任用幹部職員） 100分の47.5 100分の47.5 100分の95 

合 計    

（一般職員） 100分の202.5 100分の217.5 100分の420 

（幹部職員） 100分の202.5 100分の217.5 100分の420 

（再任用一般職員） 100分の102.5 100分の117.5 100分の220 

（再任用幹部職員） 100分の102.5 100分の117.5 100分の220 

 

２ 給与制度の総合的見直しを実施することとした。 

⑴ 給料表を改定することとした。ただし、現給保障の期間を平成３０年３月３１日までの間と

することとした。 

⑵ 単身赴任手当の引上げを行うこととした。 

⑶ 臨時・緊急にやむを得ず行う平日深夜勤務に対して管理職員特別勤務手当を新たに支給する

こととした。 

⑷ ５５歳を超えて、６級以上の級にある職員の給料月額等の減額支給の期間を平成３０年３月

３１日までの間とすることとした。 

 

３ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。 

 

５ この条例は、公布の日から施行し、平成２７年１２月１日から適用することとした。ただし、

２の改正については、平成２８年４月１日から施行することとした。 
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職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 給与制度の総合的見直しが退職手当の支給水準に及ぼす影響等に鑑み、退職前６０月の職責に

応じて加算される退職手当の調整額を改定することとした。 

 

 改正前（月額） 改正後（月額） 

第１号区分 ４１，７００円 ５４，１５０円 

第２号区分 ３３，３５０円 ４３，３５０円 

第３号区分 ２５，０００円 ３２，５００円 

第４号区分 ２０，８５０円 ２７，１００円 

第５号区分 １６，７００円 ２１，７００円 

第６号区分 ０円 ０円 

 

２ 第５号区分にある勤続期間２４年以下の退職者には調整額を支給しないこととしていたが、他

の区分と同様、支給の対象とすることとした。 

 

３ 病院事業管理者が亀岡市立病院の病院長を兼ねる場合、特別職の職員としての退職手当の支給

は行わないこととすることとした。 

 

４ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

５ この条例は、平成２８年４月１日から施行することとした。 
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条 例 
 

 亀岡市部設置条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第１号 

 

亀岡市部設置条例の一部を改正す

る条例 

 

 亀岡市部設置条例（平成１２年亀岡市条例第

１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「政策推進室」を「市長公室」に、

「及びまちづくり推進部」を「、まちづくり推

進部及び土木建築部」に改める。 

 第２条中「政策推進室及び」を「市長公室及

び」に改める。 

 第２条政策推進室の項中 

「政策推進室 

⑴ 公共交通政策に関すること。 

⑵ 大規模スポーツ施設に関すること。 

⑶ 特命事項に関すること。     」 

を 

「市長公室 

⑴ 秘書及び広報広聴に関すること。 

⑵ 職員の人事、給与、厚生及び人材育

成に関すること。 

⑶ 定住促進対策及び少子化対策に関す

ること。 

⑷ ふるさと力向上寄附金に関すること。 

⑸ 特命事項に関すること。     」 

に改める。 

 第２条企画管理部の項第４号を次のように改

める。 

⑷ 予算その他財務に関すること。 

 第２条企画管理部の項中第５号を削り、第６

号を第５号とし、第７号を第６号とする。 

 第２条総務部の項中第６号を削り、第７号を

第６号とし、第８号から第１１号までを１号ず

つ繰り上げる。 

 第２条まちづくり推進部の項中 

「⑴ 桂川治水対策並びに国道及び府道の整

備促進に関すること。 

⑵ 都市計画に関すること。 

⑶ 都市整備に関すること。 

⑷ 道路、河川その他の土木に関すること。 

⑸ 交通安全対策施設及び駐輪対策に関す

ること。 

⑹ 住宅及び建築に関すること。 

⑺ 法定外公共物に関すること。    」 

を 

「⑴ 都市計画に関すること。 

⑵ 都市整備に関すること。 

⑶ 公共交通政策に関すること。 

⑷ 京都スタジアム（仮称）に関するこ 

と。                」 

に改める。 

 第２条に次の項を加える。 

土木建築部 

⑴ 桂川治水対策並びに国道及び府道の

整備促進に関すること。 

⑵ 道路、河川その他の土木に関するこ

と。 

⑶ 交通安全対策施設及び駐輪対策に関

すること。 

⑷ 法定外公共物に関すること。 

⑸ 住宅及び建築に関すること。 

 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行

する。 

（亀岡市営住宅入居者選考審議会条例の一部

改正） 

２ 亀岡市営住宅入居者選考審議会条例（昭和

３９年亀岡市条例第３９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条中「まちづくり推進部」を「土木建

築部」に改める。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市特別職報酬等審議会条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２号 

 

亀岡市特別職報酬等審議会条例の

一部を改正する条例 

 

 亀岡市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年

亀岡市条例第４５号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条中「病院事業管理者」の次に「（病院

長を兼ねる場合を除く。）」を加える。 

 第６条中「企画管理部」を「市長公室」に改

める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１６２．５」

を「１００分の１６７．５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、医師である病

院事業管理者が亀岡市立病院の病院長を兼

務している場合は、亀岡市立病院の企業職

員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成１５年亀岡市条例第３８号）に基づくも

のとする。 

 第８条第２項中「１００分の１４７．５」

を「１００分の１５０」に、「１００分の 

１６７．５」を「１００分の１６５」に改め

る。 
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   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２７年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２８年４月１日から施行

する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正前の特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例の規定に基づい

て、平成２７年１２月１日からこの条例の施

行の日の前日までの間に支払われた給与は、

この条例による改正後の特別職の職員で常勤

のものの給与に関する条例の規定による給与

の内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４号 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 

第１条 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

 第４条第３項中「すべて」を「全て」に改

める。 

 第６条第３項中「一に」を「いずれかに」

に改める。 

 第１１条第２項中「すべて」を「全て」に

改める。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

７５」を「１００分の８５」に、「１００分

の９５」を「１００分の１０５」に改め、同

項第２号中「１００分の３５」を「１００分

の４０」に、「１００分の４５」を「１００

分の５０」に改める。 

 附則第８項中「１００分の１．１２５」を

「１００分の１．２７５」に、「１００分の

１．４２５」を「１００分の１．５７５」に、

「１００分の７５」を「１００分の８５」に、

「１００分の９５」を「１００分の１０５」

に改める。 

第２条 亀岡市一般職員の給与に関する条例の

一部を次のように改正する。 

 第１２条の２第２項中「２３，０００円」

を「３０，０００円」に、「４５，０００

円」を「７０，０００円」に改める。 

 第１８条の２を次のように改める。 

 （管理職員特別勤務手当） 

第１８条の２ 第９条に規定する職にある職

員（次項において「管理職員」という。）

が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営

の必要により勤務時間条例第３条第１項、

第４条及び第５条の規定に基づく週休日又

は祝日法による休日等若しくは年末年始の

休日等（次項において「週休日等」とい

う。）に勤務した場合は、当該職員には、

管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要

により週休日等以外の日の午前０時から午

前５時までの間であって正規の勤務時間以

外の時間に勤務した場合は、当該職員には、

管理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号
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に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

⑴ 第１項に規定する場合 同項の勤務１

回につき、１２，０００円を超えない範

囲内において規則で定める額（当該勤務

に従事する時間等を考慮して規則で定め

る勤務をした職員にあっては、それぞれ

その額に１００分の１５０を乗じて得た

額） 

⑵ 前項に規定する場合 同項の勤務１回

につき、６，０００円を超えない範囲内

において規則で定める額 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

８５」を「１００分の８０」に、「１００分

の１０５」を「１００分の１００」に改め、

同項第２号中「１００分の４０」を「１００

分の３７．５」に、「１００分の５０」を

「１００分の４７．５」に改める。 

 第２４条の２中「第１１条の３及び第１２

条の２」を「第１１条及び第１１条の３」に

改める。 

 附則第５項中「当分」を「平成３０年３月

３１日まで」に改める。 

 附則第８項中「１００分の１．２７５」を

「１００分の１．２」に、「１００分の  

１．５７５」を「１００分の１．５」に、 

「１００分の８５」を「１００分の８０」に、

「１００分の１０５」を「１００分の   

１００」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 10 

第８５４号平成２８年３月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
表

第
１

（
第
４

条
関

係
）

 

行
 

政
 

職
 

給
 
料

 
表
 

職
員
の
 

区
 
分
 

 
職
務
 

 
の
級
 

 号
給
 

1
級

 
2
級
 

3
級

 
4
級

 
5
級
 

6
級

 
7
級
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額

 
給

料
月
額
 
給

料
月
額
 

給
料
月

額
 
給

料
月
額

給
料
月
額

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 
1
 

円
 

1
4
0
,1
0
0 

円
 

1
9
0
,2
0
0 

円
 

2
2
6
,4
0
0 

円
 

2
5
9
,9
0
0 

円
 

2
8
6
,2
0
0 

円
3
1
7
,0
0
0

円
3
6
1
,3
0
0

2
 

1
4
1
,2
0
0 

1
9
2
,0
0
0 

2
2
8
,0
0
0 

2
6
1
,9
0
0 

2
8
8
,4
0
0 

3
1
9
,2
0
0

3
6
3
,9
0
0

3
 

1
4
2
,4
0
0 

1
9
3
,8
0
0 

2
2
9
,5
0
0 

2
6
3
,7
0
0 

2
9
0
,7
0
0 

3
2
1
,5
0
0

3
6
6
,4
0
0

4
 

1
4
3
,5
0
0 

1
9
5
,6
0
0 

2
3
1
,1
0
0 

2
6
5
,8
0
0 

2
9
2
,9
0
0 

3
2
3
,7
0
0

3
6
9
,0
0
0

5
 

1
4
4
,6
0
0 

1
9
7
,2
0
0 

2
3
2
,6
0
0 

2
6
7
,7
0
0 

2
9
4
,9
0
0 

3
2
6
,0
0
0

3
7
1
,1
0
0

6
 

1
4
5
,7
0
0 

1
9
9
,0
0
0 

2
3
4
,3
0
0 

2
6
9
,6
0
0 

2
9
7
,2
0
0 

3
2
8
,0
0
0

3
7
3
,6
0
0

7
 

1
4
6
,8
0
0 

2
0
0
,8
0
0 

2
3
5
,8
0
0 

2
7
1
,6
0
0 

2
9
9
,5
0
0 

3
3
0
,2
0
0

3
7
5
,9
0
0

8
 

1
4
7
,9
0
0 

2
0
2
,6
0
0 

2
3
7
,4
0
0 

2
7
3
,7
0
0 

3
0
1
,8
0
0 

3
3
2
,4
0
0

3
7
8
,4
0
0

9
 

1
4
9
,0
0
0 

2
0
4
,3
0
0 

2
3
8
,9
0
0 

2
7
5
,8
0
0 

3
0
3
,9
0
0 

3
3
4
,5
0
0

3
8
0
,9
0
0

1
0 

1
5
0
,4
0
0 

2
0
6
,1
0
0 

2
4
0
,4
0
0 

2
7
7
,8
0
0 

3
0
6
,2
0
0 

3
3
6
,7
0
0

3
8
3
,6
0
0

1
1 

1
5
1
,7
0
0 

2
0
7
,9
0
0 

2
4
2
,0
0
0 

2
7
9
,9
0
0 

3
0
8
,4
0
0 

3
3
8
,8
0
0

3
8
6
,2
0
0

1
2 

1
5
3
,0
0
0 

2
0
9
,7
0
0 

2
4
3
,5
0
0 

2
8
2
,0
0
0 

3
1
0
,7
0
0 

3
4
1
,0
0
0

3
8
8
,9
0
0

1
3 

1
5
4
,3
0
0 

2
1
1
,1
0
0 

2
4
5
,0
0
0 

2
8
4
,0
0
0 

3
1
2
,9
0
0 

3
4
3
,0
0
0

3
9
1
,3
0
0

1
4 

1
5
5
,8
0
0 

2
1
2
,9
0
0 

2
4
6
,5
0
0 

2
8
6
,1
0
0 

3
1
5
,0
0
0 

3
4
5
,0
0
0

3
9
3
,6
0
0

1
5 

1
5
7
,3
0
0 

2
1
4
,6
0
0 

2
4
7
,9
0
0 

2
8
8
,1
0
0 

3
1
7
,2
0
0 

3
4
7
,1
0
0

3
9
5
,8
0
0

1
6 

1
5
8
,9
0
0 

2
1
6
,4
0
0 

2
4
9
,3
0
0 

2
9
0
,2
0
0 

3
1
9
,3
0
0 

3
4
9
,1
0
0

3
9
8
,2
0
0

1
7 

1
6
0
,2
0
0 

2
1
8
,1
0
0 

2
5
0
,8
0
0 

2
9
2
,2
0
0 

3
2
1
,4
0
0 

3
5
1
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

1
8 

1
6
1
,7
0
0 

2
1
9
,8
0
0 

2
5
2
,6
0
0 

2
9
4
,2
0
0 

3
2
3
,4
0
0 

3
5
3
,0
0
0

4
0
2
,0
0
0

1
9 

1
6
3
,2
0
0 

2
2
1
,4
0
0 

2
5
4
,3
0
0 

2
9
6
,3
0
0 

3
2
5
,5
0
0 

3
5
4
,8
0
0

4
0
3
,9
0
0

2
0 

1
6
4
,7
0
0 

2
2
3
,0
0
0 

2
5
6
,1
0
0 

2
9
8
,3
0
0 

3
2
7
,5
0
0 

3
5
6
,7
0
0

4
0
5
,7
0
0

2
1 

1
6
6
,1
0
0 

2
2
4
,5
0
0 

2
5
7
,8
0
0 

3
0
0
,4
0
0 

3
2
9
,5
0
0 

3
5
8
,7
0
0

4
0
7
,6
0
0

2
2 

1
6
8
,8
0
0 

2
2
6
,2
0
0 

2
5
9
,6
0
0 

3
0
2
,5
0
0 

3
3
1
,6
0
0 

3
6
0
,6
0
0

4
0
9
,4
0
0

2
3 

1
7
1
,4
0
0 

2
2
7
,8
0
0 

2
6
1
,4
0
0 

3
0
4
,5
0
0 

3
3
3
,6
0
0 

3
6
2
,6
0
0

4
1
1
,2
0
0

2
4 

1
7
4
,0
0
0 

2
2
9
,4
0
0 

2
6
3
,1
0
0 

3
0
6
,6
0
0 

3
3
5
,7
0
0 

3
6
4
,5
0
0

4
1
3
,1
0
0

2
5 

1
7
6
,7
0
0 

2
3
0
,8
0
0 

2
6
5
,1
0
0 

3
0
8
,4
0
0 

3
3
7
,3
0
0 

3
6
6
,5
0
0

4
1
4
,9
0
0

 

2
6 

1
7
8
,4
0
0 

2
3
2
,3
0
0 

2
6
7
,0
0
0 

3
1
0
,5
0
0 

3
3
9
,2
0
0 

3
6
8
,4
0
0

4
1
6
,4
0
0

2
7 

1
8
0
,1
0
0 

2
3
3
,8
0
0 

2
6
8
,8
0
0 

3
1
2
,6
0
0 

3
4
1
,1
0
0 

3
7
0
,4
0
0

4
1
7
,9
0
0

2
8 

1
8
1
,8
0
0 

2
3
5
,1
0
0 

2
7
0
,7
0
0 

3
1
4
,6
0
0 

3
4
3
,0
0
0 

3
7
2
,4
0
0

4
1
9
,5
0
0

 

 

 

2
9
 

1
8
3
,3
0
0 

2
3
6
,4
0
0
 

2
7
2
,4
0
0
 

3
1
6
,
6
0
0 

3
4
4
,7
0
0 

3
7
3
,
9
0
0

4
2
1
,
1
0
0

3
0
 

1
8
5
,1
0
0 

2
3
7
,6
0
0
 

2
7
4
,3
0
0
 

3
1
8
,
6
0
0 

3
4
6
,6
0
0 

3
7
5
,
7
0
0

4
2
2
,
4
0
0

3
1
 

1
8
6
,9
0
0 

2
3
8
,7
0
0
 

2
7
6
,2
0
0
 

3
2
0
,
7
0
0 

3
4
8
,5
0
0 

3
7
7
,
5
0
0

4
2
3
,
7
0
0

3
2
 

1
8
8
,6
0
0 

2
3
9
,9
0
0
 

2
7
8
,0
0
0
 

3
2
2
,
8
0
0 

3
5
0
,3
0
0 

3
7
9
,
1
0
0

4
2
4
,
9
0
0

3
3
 

1
9
0
,2
0
0 

2
4
1
,2
0
0
 

2
7
9
,7
0
0
 

3
2
4
,
3
0
0 

3
5
2
,2
0
0 

3
8
0
,
9
0
0

4
2
6
,
1
0
0

3
4
 

1
9
1
,7
0
0 

2
4
2
,5
0
0
 

2
8
1
,6
0
0
 

3
2
6
,
3
0
0 

3
5
4
,0
0
0 

3
8
2
,
3
0
0

4
2
7
,
4
0
0

3
5
 

1
9
3
,2
0
0 

2
4
3
,7
0
0
 

2
8
3
,4
0
0
 

3
2
8
,
2
0
0 

3
5
5
,8
0
0 

3
8
3
,
8
0
0

4
2
8
,
7
0
0

3
6
 

1
9
4
,7
0
0 

2
4
5
,0
0
0
 

2
8
5
,3
0
0
 

3
3
0
,
3
0
0 

3
5
7
,5
0
0 

3
8
5
,
4
0
0

4
2
9
,
9
0
0

3
7
 

1
9
6
,0
0
0 

2
4
6
,0
0
0
 

2
8
7
,0
0
0
 

3
3
2
,
2
0
0 

3
5
8
,9
0
0 

3
8
6
,
8
0
0

4
3
1
,
1
0
0

3
8
 

1
9
7
,3
0
0 

2
4
7
,4
0
0
 

2
8
8
,7
0
0
 

3
3
4
,
1
0
0 

3
6
0
,2
0
0 

3
8
8
,
0
0
0

4
3
1
,
9
0
0

3
9
 

1
9
8
,6
0
0 

2
4
8
,9
0
0
 

2
9
0
,5
0
0
 

3
3
6
,
1
0
0 

3
6
1
,6
0
0 

3
8
9
,
2
0
0

4
3
2
,
7
0
0

4
0
 

1
9
9
,9
0
0 

2
5
0
,4
0
0
 

2
9
2
,3
0
0
 

3
3
8
,
0
0
0 

3
6
3
,0
0
0 

3
9
0
,
3
0
0

4
3
3
,
5
0
0

4
1
 

2
0
1
,2
0
0 

2
5
1
,8
0
0
 

2
9
4
,0
0
0
 

3
3
9
,
9
0
0 

3
6
4
,3
0
0 

3
9
1
,
4
0
0

4
3
4
,
1
0
0

4
2
 

2
0
2
,5
0
0 

2
5
3
,2
0
0
 

2
9
5
,7
0
0
 

3
4
1
,
8
0
0 

3
6
5
,2
0
0 

3
9
2
,
6
0
0

4
3
4
,
8
0
0

4
3
 

2
0
3
,8
0
0 

2
5
4
,6
0
0
 

2
9
7
,4
0
0
 

3
4
3
,
6
0
0 

3
6
6
,3
0
0 

3
9
3
,
8
0
0

4
3
5
,
5
0
0

4
4
 

2
0
5
,1
0
0 

2
5
6
,0
0
0
 

2
9
9
,0
0
0
 

3
4
5
,
5
0
0 

3
6
7
,4
0
0 

3
9
4
,
9
0
0

4
3
6
,
2
0
0

4
5
 

2
0
6
,3
0
0 

2
5
7
,2
0
0
 

3
0
0
,7
0
0
 

3
4
7
,
0
0
0 

3
6
8
,2
0
0 

3
9
5
,
6
0
0

4
3
7
,
0
0
0

4
6
 

2
0
7
,6
0
0 

2
5
8
,5
0
0
 

3
0
2
,4
0
0
 

3
4
8
,
4
0
0 

3
6
9
,1
0
0 

3
9
6
,
3
0
0

4
3
7
,
8
0
0

4
7
 

2
0
8
,9
0
0 

2
5
9
,9
0
0
 

3
0
4
,0
0
0
 

3
4
9
,
9
0
0 

3
7
0
,0
0
0 

3
9
7
,
0
0
0

4
3
8
,
2
0
0

4
8
 

2
1
0
,2
0
0 

2
6
1
,3
0
0
 

3
0
5
,7
0
0
 

3
5
1
,
4
0
0 

3
7
0
,9
0
0 

3
9
7
,
7
0
0

4
3
8
,
9
0
0

4
9
 

2
1
1
,3
0
0 

2
6
2
,6
0
0
 

3
0
6
,9
0
0
 

3
5
3
,
0
0
0 

3
7
1
,8
0
0 

3
9
8
,
3
0
0

4
3
9
,
4
0
0

5
0
 

2
1
2
,4
0
0 

2
6
3
,7
0
0
 

3
0
8
,4
0
0
 

3
5
3
,
8
0
0 

3
7
2
,6
0
0 

3
9
8
,
9
0
0

4
3
9
,
8
0
0

5
1
 

2
1
3
,4
0
0 

2
6
5
,0
0
0
 

3
0
9
,9
0
0
 

3
5
5
,
0
0
0 

3
7
3
,4
0
0 

3
9
9
,
4
0
0

4
4
0
,
2
0
0

5
2
 

2
1
4
,5
0
0 

2
6
6
,3
0
0
 

3
1
1
,5
0
0
 

3
5
6
,
0
0
0 

3
7
4
,2
0
0 

3
9
9
,
8
0
0

4
4
0
,
6
0
0

5
3
 

2
1
5
,6
0
0 

2
6
7
,4
0
0
 

3
1
3
,1
0
0
 

3
5
6
,
9
0
0 

3
7
4
,9
0
0 

4
0
0
,
2
0
0

4
4
1
,
0
0
0

5
4
 

2
1
6
,6
0
0 

2
6
8
,5
0
0
 

3
1
4
,7
0
0
 

3
5
8
,
0
0
0 

3
7
5
,6
0
0 

4
0
0
,
5
0
0

4
4
1
,
4
0
0

5
5
 

2
1
7
,5
0
0 

2
6
9
,8
0
0
 

3
1
6
,3
0
0
 

3
5
8
,
9
0
0 

3
7
6
,3
0
0 

4
0
0
,
8
0
0

4
4
1
,
8
0
0

5
6
 

2
1
8
,5
0
0 

2
7
1
,1
0
0
 

3
1
7
,8
0
0
 

3
6
0
,
0
0
0 

3
7
7
,0
0
0 

4
0
1
,
1
0
0

4
4
2
,
1
0
0

5
7
 

2
1
9
,2
0
0 

2
7
2
,2
0
0
 

3
1
9
,3
0
0
 

3
6
0
,
9
0
0 

3
7
7
,5
0
0 

4
0
1
,
4
0
0

4
4
2
,
4
0
0

5
8
 

2
2
0
,1
0
0 

2
7
3
,2
0
0
 

3
2
0
,5
0
0
 

3
6
1
,
6
0
0 

3
7
8
,1
0
0 

4
0
1
,
7
0
0

4
4
2
,
8
0
0

5
9
 

2
2
1
,0
0
0 

2
7
4
,3
0
0
 

3
2
1
,7
0
0
 

3
6
2
,
3
0
0 

3
7
8
,7
0
0 

4
0
2
,
0
0
0

4
4
3
,
1
0
0

6
0
 

2
2
1
,9
0
0 

2
7
5
,4
0
0
 

3
2
2
,9
0
0
 

3
6
3
,
0
0
0 

3
7
9
,4
0
0 

4
0
2
,
3
0
0

4
4
3
,
4
0
0

 

6
1
 

2
2
2
,6
0
0 

2
7
6
,6
0
0
 

3
2
3
,6
0
0
 

3
6
3
,
4
0
0 

3
7
9
,8
0
0 

4
0
2
,
6
0
0

4
4
3
,
7
0
0

6
2
 

2
2
3
,6
0
0 

2
7
7
,6
0
0
 

3
2
4
,5
0
0
 

3
6
4
,
0
0
0 

3
8
0
,5
0
0 

4
0
2
,
9
0
0

4
4
4
,
1
0
0

6
3
 

2
2
4
,5
0
0 

2
7
8
,5
0
0
 

3
2
5
,3
0
0
 

3
6
4
,
7
0
0 

3
8
1
,1
0
0 

4
0
3
,
2
0
0

4
4
4
,
4
0
0
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6
4
 

2
2
5
,4
0
0 

2
7
9
,5
0
0
 

3
2
6
,1
0
0
 

3
6
5
,
4
0
0 

3
8
1
,7
0
0 

4
0
3
,
5
0
0

4
4
4
,
7
0
0

6
5
 

2
2
6
,1
0
0 

2
8
0
,3
0
0
 

3
2
7
,0
0
0
 

3
6
5
,
7
0
0 

3
8
2
,1
0
0 

4
0
3
,
8
0
0

4
4
5
,
0
0
0

6
6
 

2
2
7
,0
0
0 

2
8
1
,2
0
0
 

3
2
7
,4
0
0
 

3
6
6
,
4
0
0 

3
8
2
,7
0
0 

4
0
4
,
1
0
0

6
7
 

2
2
7
,9
0
0 

2
8
1
,9
0
0
 

3
2
8
,1
0
0
 

3
6
7
,
1
0
0 

3
8
3
,3
0
0 

4
0
4
,
4
0
0

6
8
 

2
2
9
,0
0
0 

2
8
2
,8
0
0
 

3
2
8
,9
0
0
 

3
6
7
,
8
0
0 

3
8
3
,9
0
0 

4
0
4
,
7
0
0

6
9
 

2
2
9
,8
0
0 

2
8
3
,8
0
0
 

3
2
9
,7
0
0
 

3
6
8
,
1
0
0 

3
8
4
,3
0
0 

4
0
4
,
9
0
0

7
0
 

2
3
0
,5
0
0 

2
8
4
,6
0
0
 

3
3
0
,4
0
0
 

3
6
8
,
7
0
0 

3
8
4
,8
0
0 

4
0
5
,
2
0
0

7
1
 

2
3
1
,2
0
0 

2
8
5
,4
0
0
 

3
3
1
,1
0
0
 

3
6
9
,
4
0
0 

3
8
5
,3
0
0 

4
0
5
,
5
0
0

7
2
 

2
3
2
,0
0
0 

2
8
6
,2
0
0
 

3
3
1
,8
0
0
 

3
7
0
,
0
0
0 

3
8
5
,9
0
0 

4
0
5
,
8
0
0

7
3
 

2
3
2
,8
0
0 

2
8
7
,0
0
0
 

3
3
2
,3
0
0
 

3
7
0
,
3
0
0 

3
8
6
,2
0
0 

4
0
6
,
0
0
0

7
4
 

2
3
3
,5
0
0 

2
8
7
,5
0
0
 

3
3
2
,9
0
0
 

3
7
0
,
9
0
0 

3
8
6
,6
0
0 

4
0
6
,
3
0
0

7
5
 

2
3
4
,2
0
0 

2
8
7
,9
0
0
 

3
3
3
,4
0
0
 

3
7
1
,
6
0
0 

3
8
7
,0
0
0 

4
0
6
,
6
0
0

7
6
 

2
3
4
,9
0
0 

2
8
8
,4
0
0
 

3
3
4
,0
0
0
 

3
7
2
,
2
0
0 

3
8
7
,4
0
0 

4
0
6
,
8
0
0

7
7
 

2
3
5
,6
0
0 

2
8
8
,5
0
0
 

3
3
4
,3
0
0
 

3
7
2
,
6
0
0 

3
8
7
,7
0
0 

4
0
7
,
0
0
0

7
8
 

2
3
6
,4
0
0 

2
8
8
,9
0
0
 

3
3
4
,8
0
0
 

3
7
3
,
1
0
0 

3
8
8
,0
0
0 

4
0
7
,
3
0
0

7
9
 

2
3
7
,2
0
0 

2
8
9
,1
0
0
 

3
3
5
,2
0
0
 

3
7
3
,
7
0
0 

3
8
8
,3
0
0 

4
0
7
,
6
0
0

8
0
 

2
3
8
,0
0
0 

2
8
9
,5
0
0
 

3
3
5
,7
0
0
 

3
7
4
,
2
0
0 

3
8
8
,6
0
0 

4
0
7
,
8
0
0

8
1
 

2
3
8
,7
0
0 

2
8
9
,7
0
0
 

3
3
6
,1
0
0
 

3
7
4
,
7
0
0 

3
8
8
,8
0
0 

4
0
8
,
0
0
0

8
2
 

2
3
9
,4
0
0 

2
8
9
,9
0
0
 

3
3
6
,6
0
0
 

3
7
5
,
3
0
0 

3
8
9
,1
0
0 

4
0
8
,
3
0
0

8
3
 

2
4
0
,1
0
0 

2
9
0
,3
0
0
 

3
3
7
,1
0
0
 

3
7
5
,
8
0
0 

3
8
9
,4
0
0 

4
0
8
,
6
0
0

8
4
 

2
4
0
,8
0
0 

2
9
0
,6
0
0
 

3
3
7
,6
0
0
 

3
7
6
,
1
0
0 

3
8
9
,6
0
0 

4
0
8
,
8
0
0

8
5
 

2
4
1
,5
0
0 

2
9
0
,9
0
0
 

3
3
7
,9
0
0
 

3
7
6
,
5
0
0 

3
8
9
,8
0
0 

4
0
9
,
0
0
0

8
6
 

2
4
2
,2
0
0 

2
9
1
,2
0
0
 

3
3
8
,3
0
0
 

3
7
7
,
0
0
0 

3
9
0
,1
0
0 

4
0
9
,
3
0
0

8
7
 

2
4
2
,9
0
0 

2
9
1
,5
0
0
 

3
3
8
,8
0
0
 

3
7
7
,
4
0
0 

3
9
0
,4
0
0 

4
0
9
,
6
0
0

8
8
 

2
4
3
,6
0
0 

2
9
1
,9
0
0
 

3
3
9
,2
0
0
 

3
7
7
,
8
0
0 

3
9
0
,6
0
0 

4
0
9
,
8
0
0

8
9
 

2
4
4
,3
0
0 

2
9
2
,2
0
0
 

3
3
9
,5
0
0
 

3
7
8
,
2
0
0 

3
9
0
,8
0
0 

4
1
0
,
0
0
0

9
0
 

2
4
4
,8
0
0 

2
9
2
,6
0
0
 

3
3
9
,9
0
0
 

3
7
8
,
7
0
0 

3
9
1
,1
0
0 

4
1
0
,
3
0
0

9
1
 

2
4
5
,3
0
0 

2
9
2
,9
0
0
 

3
4
0
,4
0
0
 

3
7
9
,
1
0
0 

3
9
1
,4
0
0 

4
1
0
,
6
0
0

9
2
 

2
4
5
,8
0
0 

2
9
3
,3
0
0
 

3
4
0
,8
0
0
 

3
7
9
,
5
0
0 

3
9
1
,6
0
0 

4
1
0
,
8
0
0

9
3
 

2
4
6
,1
0
0 

2
9
3
,4
0
0
 

3
4
1
,0
0
0
 

3
7
9
,
8
0
0 

3
9
1
,8
0
0 

4
1
1
,
0
0
0

9
4
 

2
9
3
,6
0
0
 

3
4
1
,4
0
0
 

3
8
0
,
3
0
0 

3
9
2
,1
0
0 

9
5
 

2
9
4
,0
0
0
 

3
4
1
,9
0
0
 

3
8
0
,
7
0
0 

3
9
2
,4
0
0 

 

9
6
 

2
9
4
,4
0
0
 

3
4
2
,3
0
0
 

3
8
1
,
1
0
0 

3
9
2
,6
0
0 

9
7
 

2
9
4
,6
0
0
 

3
4
2
,4
0
0
 

3
8
1
,
4
0
0 

3
9
2
,8
0
0 

9
8
 

2
9
4
,9
0
0
 

3
4
2
,9
0
0
 

3
8
1
,
9
0
0 

3
9
3
,1
0
0 

 

 

 

9
9
 

2
9
5
,3
0
0

3
4
3
,3
0
0

3
8
2
,3

0
0

3
9
3
,4
0
0 

1
0
0
 

2
9
5
,7
0
0

3
4
3
,6
0
0

3
8
2
,7

0
0

3
9
3
,6
0
0 

1
0
1
 

2
9
5
,9
0
0

3
4
3
,9
0
0

3
8
3
,0

0
0

3
9
3
,8
0
0 

1
0
2
 

2
9
6
,2
0
0

3
4
4
,3
0
0

3
8
3
,5

0
0

1
0
3
 

2
9
6
,6
0
0

3
4
4
,7
0
0

3
8
3
,9

0
0

1
0
4
 

2
9
6
,9
0
0

3
4
5
,1
0
0

3
8
4
,3

0
0

1
0
5
 

2
9
7
,1
0
0

3
4
5
,6
0
0

3
8
4
,6

0
0

1
0
6
 

2
9
7
,4
0
0

3
4
6
,0
0
0

3
8
5
,1

0
0

1
0
7
 

2
9
7
,8
0
0

3
4
6
,4
0
0

3
8
5
,5

0
0

1
0
8
 

2
9
8
,1
0
0

3
4
6
,8
0
0

3
8
5
,9

0
0

1
0
9
 

2
9
8
,3
0
0

3
4
7
,3
0
0

3
8
6
,2

0
0

1
1
0
 

2
9
8
,7
0
0

3
4
7
,7
0
0

3
8
6
,7

0
0

1
1
1
 

2
9
9
,1
0
0

3
4
8
,0
0
0

3
8
7
,1

0
0

1
1
2
 

2
9
9
,4
0
0

3
4
8
,3
0
0

3
8
7
,5

0
0

1
1
3
 

2
9
9
,5
0
0

3
4
8
,8
0
0

3
8
7
,8

0
0

1
1
4
 

2
9
9
,8
0
0

1
1
5
 

3
0
0
,1
0
0

1
1
6
 

3
0
0
,5
0
0

1
1
7
 

3
0
0
,7
0
0

1
1
8
 

3
0
0
,9
0
0

1
1
9
 

3
0
1
,2
0
0

1
2
0
 

3
0
1
,5
0
0

1
2
1
 

3
0
1
,9
0
0

1
2
2
 

3
0
2
,1
0
0

1
2
3
 

3
0
2
,4
0
0

1
2
4
 

3
0
2
,7
0
0

1
2
5
 

3
0
3
,0
0
0

再
任

用
 

職
 

員
 

 
1
8
6
,
5
0
0 

2
1
4
,0
0
0

2
5
4
,0
0
0

2
7
3
,4

0
0

2
8
8
,5
0
0 

3
1
3
,9
0
0 

3
5
5
,6
0
0 
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   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２７年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２８年４月１日から施行

する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正後の亀岡市一般職員の

給与に関する条例（以下「改正後の給与条

例」という。）の規定を適用する場合におい

ては、第１条の規定による改正前の亀岡市一

般職員の給与に関する条例の規定に基づいて

支給された給与は、改正後の給与条例の規定

による給与の内払とみなす。 

 （切替日前の異動者の号給等の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にして異動した職

員の切替日における号給又は給料月額及びこ

れらを受けることとなる期間については、そ

の者が切替日において職務の級を異にする異

動等をしたものとした場合との権衡上必要と

認められる限度において、国の例により必要

な調整を行うことができる。 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

４ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の

適用を受ける職員で、その者の受ける給料月

額が同日において受けていた給料月額に達し

ないこととなるもの（別に定める職員を除

く。）には、平成３０年３月３１日までの間、

給料月額のほか、その差額に相当する額（給

料表の適用を受ける職員（再任用職員を除

く。）のうち、その職務の級が６級以上であ

る者（以下この項において「特定職員」とい

う。）にあっては、５５歳に達した日後にお

ける最初の４月１日（特定職員以外の者が 

５５歳に達した日後における最初の４月１日

後に特定職員となった場合にあっては、特定

職員となった日）以後、当該額に１００分の

９８．５を乗じて得た額）を給料として支給

する。 

５ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を

受ける職員（前項に規定する職員を除く。）

について、同項の規定による給料を支給され

る職員との権衡上必要があると認められると

きは、当該職員には、規則の定めるところに

より、同項の規定に準じて、給料を支給する。 

６ 切替日以降に新たに給料表の適用を受ける

こととなった職員について、任用の事情等を

考慮して前２項の規定による給料を支給され

る職員との権衡上必要があると認められると

きは、当該職員には、規則の定めるところに

より、前２項の規定に準じて、給料を支給す

る。 

 （国の例引用） 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほ

か、この条例の施行に関し疑義が生じた場合

は、国の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５号 

 

職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例 

 

 職員の退職手当に関する条例（昭和３０年亀

岡市条例第２８号）の一部を次のように改正す
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第８５４号平成２８年３月１５日発行 

る。 

 

 第６条の４第１項第１号中「４１，７００

円」を「５４，１５０円」に改め、同項第２号

中「３３，３５０円」を「４３，３５０円」に

改め、同項第３号中「２５，０００円」を 

「３２，５００円」に改め、同項第４号中 

「２０，８５０円」を「２７，１００円」に 

改め、同項第５号中「１６，７００円」を 

「２１，７００円」に改め、同条第４項第１号

を削り、同項第２号中「前号」を「第１項」に

改め、同号を同項第１号とし、同項第３号を同

項第２号とし、同項第４号中「第１号」を「第

１項」に改め、同号を同項第３号とし、同項第

５号を同項第４号とする。 

 第１０条第２項中「すべて」を「全て」に改

める。 

 第１１条に次のただし書を加える。 

 ただし、医師である病院事業管理者が亀岡

市立病院の病院長を兼務している場合は、こ

の限りでない。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第６号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３１年亀岡市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１６２．５」

を「１００分の１６７．５」に改める。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１４７．５」

を「１００分の１５０」に、「１００分の 

１６７．５」を「１００分の１６５」に改め

る。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２７年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２８年４月１日から施行

する。 

（期末手当の内払） 

２ この条例による改正前の議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基

づいて、平成２７年１２月１日からこの条例

の施行の日の前日までの間に支払われた期末

手当は、この条例による改正後の議会の議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規

定による期末手当の内払とみなす。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 亀岡市病院事業の主要職員を定める規則及び

亀岡市病院事業における地方公営企業法第３９

条第２項の規定に基づき市長が定める職に関す

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第３号 

 

亀岡市病院事業の主要職員を定め

る規則及び亀岡市病院事業におけ

る地方公営企業法第３９条第２項

の規定に基づき市長が定める職に

関する規則の一部を改正する規則 

 

（亀岡市病院事業の主要職員を定める規則の

一部改正） 

第１条 亀岡市病院事業の主要職員を定める規

則（平成１６年亀岡市規則第３４号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１号中「医療管理監」を「消化器

センター長」に改める。 

（亀岡市病院事業における地方公営企業法第

３９条第２項の規定に基づき市長が定める職

に関する規則の一部改正） 

第２条 亀岡市病院事業における地方公営企業

法第３９条第２項の規定に基づき市長が定め

る職に関する規則（平成１６年亀岡市規則第

３５号）の一部を次のように改正する。 

 本則第１号中「医療管理監」を「消化器セ

ンター長」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市単身赴任手当支給規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４号 

 

亀岡市単身赴任手当支給規則の一

部を改正する規則 

 

 亀岡市単身赴任手当支給規則（平成２年亀岡

市規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第３項第１号中「４，０００円」を

「８，０００円」に改め、同項第２号中  

「８，０００円」を「１６，０００円」に改め、

同 項 第 ３ 号 中 「 １ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を    

「２４，０００円」に改め、同項第４号中 

「１，０００キロメートル未満 １５，０００

円 」 を 「 ９ ０ ０ キ ロ メ ー ト ル 未 満  

３２，０００円」に改め、同項第５号を次のよ

うに改める。 

⑸ ９００キロメートル以上１，１００キロ

メートル未満 ４０，０００円 

 第４条第３項に次の５号を加える。 

⑹ １，１００キロメートル以上１，３００

キロメートル未満 ４６，０００円 

⑺ １，３００キロメートル以上１，５００

キロメートル未満 ５２，０００円 
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⑻ １，５００キロメートル以上２，０００

キロメートル未満 ５８，０００円 

⑼ ２，０００キロメートル以上２，５００

キロメートル未満 ６４，０００円 

⑽ ２，５００キロメートル以上 

            ７０，０００円 

 第５条第２項第６号中「給与」を削る。 

 第９条第１項中「条例第１項」を「条例第 

１２条の２第１項」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 管理職員特別勤務手当支給規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第５号 

 

管理職員特別勤務手当支給規則の

一部を改正する規則 

 

 管理職員特別勤務手当支給規則（平成４年亀

岡市規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「並びに」を「及び」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （管理職員特別勤務手当の額等） 

第２条 条例第１８条の２第３項第１号の規則

で定める勤務は、勤務に従事した時間が６時

間を超える場合の勤務とし、規則で定める額

は、次の各号に掲げるその職員の属する職務

の級（条例別表第１に規定する職務の級をい

う。）（以下「職務級」という。）の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ ７級の職員 １２，０００円 

⑵ ６級の職員 １０，０００円 

⑶ ５級の職員  ８，５００円 

⑷ ４級の職員  ７，０００円 

⑸ ３級の職員  ６，０００円 

 第２条の次に次の３条を加える。 

第３条 条例第１８条の２第３項第２号の規則

で定める額は、次の各号に掲げる職務級の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ ７級の職員 ６，０００円 

⑵ ６級の職員 ５，０００円 

⑶ ５級の職員 ４，３００円 

⑷ ４級の職員 ３，５００円 

⑸ ３級の職員 ３，０００円 

２ 条例第１８条の２第１項の勤務をした後、

引き続いて同条第２項の勤務をした職員には、

その引き続く勤務に係る同項の規定による管

理職員特別勤務手当を支給しない。 

第４条 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務

手当等の支給方法に準じて支給する。 

 （雑則） 

第５条 この規則の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 
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 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第６号 

 

期末手当及び勤勉手当支給規則の

一部を改正する規則 

 

第１条 期末手当及び勤勉手当支給規則（昭和

５２年亀岡市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第１項中「同」を削る。 

 第３条第１項中「引続き」を「引き続き」

に改める。 

 第６条第２項第４号中「及び休日」の次に

「（次号において「週休日等」という。）」

を加え、同項第８号を削り、同項第７号中

「その」を「、その」に改め、同号を同項第

８号とし、同号の前に次の１号を加える。 

⑺ 育児短時間勤務職員等として在職した

期間から当該期間に算出率を乗じて得た

期間を控除して得た期間 

 第８条第１項中「１００分の１５０」を

「１００分の１６０」に、「１００分の  

１９０」を「１００分の２００」に改め、同

条第２項第１号中「１００分の３０」を 

「１００分の３４」に、「１００分の３８」

を「１００分の４２」に改め、同項第２号中

「１００分の４５」を「１００分の５１」に、

「１００分の５７」を「１００分の６３」に

改め、同項第３号中「１００分の５２．５」

を「１００分の５９．５」に、「１００分の    

６６．５」を「１００分の７３．５」に改め、

同項第４号中「１００分の６０」を「１００

分の６８」に、「１００分の７６」を  

「１００分の８４」に改め、同項第５号中

「１００分の６７．５」を「１００分の  

７６．５」に、「１００分の８５．５」を

「１００分の９４．５」に改める。 

 第８条の２第１項中「１００分の７０」を

「１００分の７５」に、「１００分の９０」

を「１００分の９５」に改め、同条第２項第

１号中「１００分の１４」を「１００分の 

１６」に、「１００分の１８」を「１００分

の２０」に改め、同項第２号中「１００分の

２１」を「１００分の２４」に、「１００分

の２７」を「１００分の３０」に改め、同項

第３号中「１００分の２４．５」を「１００

分の２８」に、「１００分の３１．５」を

「１００分の３５」に改め、同項第４号中

「１００分の２８」を「１００分の３２」に、

「１００分の３６」を「１００分の４０」に

改め、同項第５号中「１００分の３１．５」

を「１００分の３６」に、「１００分の  

４０．５」を「１００分の４５」に改める。 

 第９条中「同法」を「条例」に改める。 

第２条 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部

を次のように改正する。 

 第８条第２項第１号中「１００分の３４」

を「１００分の３２」に、「１００分の  

４２」を「１００分の４０」に改め、同項第

２号中「１００分の５１」を「１００分の 

４８」に、「１００分の６３」を「１００分

の６０」に改め、同項第３号中「１００分の

５９．５」を「１００分の５６」に、  

「１００分の７３．５」を「１００分の  

７０」に改め、同項第４号中「１００分の 

６８」を「１００分の６４」に、「１００分

の８４」を「１００分の８０」に改め、同項

第５号中「１００分の７６．５」を「１００

分の７２」に、「１００分の９４．５」を

「１００分の９０」に改める。 
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 第８条の２第２項第１号中「１００分の 

１６」を「１００分の１５」に、「１００分

の２０」を「１００分の１９」に改め、同項

第２号中「１００分の２４」を「１００分の

２２．５」に、「１００分の３０」を  

「１００分の２８．５」に改め、同項第３号

中「１００分の２８」を「１００分の   

２６．２５」に、「１００分の３５」を 

「１００分の３３．２５」に改め、同項第４

号中「１００分の３２」を「１００分の  

３０」に、「１００分の４０」を「１００分

の３８」に改め、同項第５号中「１００分の

３６」を「１００分の３３．７５」に、 

「 １ ０ ０ 分 の ４ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

４２．７５」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２７

年１２月１日から適用する。ただし、第２条の

規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

告 示 
 

 亀岡市告示第１７号 

 

 亀岡市立小学校及び中学校遠距離通学児童生

徒通学費補助金交付要綱（昭和５２年亀岡市告

示第３７号）の一部を次のように改正する。 

 

   平成２８年２月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第３条第４号中「亀岡市立小学校及び中学校

児童生徒の就学に関する事務処理規程（昭和 

５０年亀岡市教育委員会告示第１号）」を「亀

岡市立小学校及び中学校児童生徒の就学に関す

る事務処理規程（平成１４年亀岡市教育委員会

告示第３号）」に改める。 

 第４条ただし書を削る。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に改

める。 

 別記第２号様式中「振替」を「振り替え」に

改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施す

る。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１８号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２８年２月４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０４０１－６２００６ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年１０月２８日 

３ 無効になる日 

平成２８年２月４日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１９号 

 

 亀岡市奨学金支給要綱（平成１４年亀岡市告

示第１４４号）の一部を次のように改正する。 

 

   平成２８年２月５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 別表第１第３号中「母子及び寡婦福祉法」を

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。 

 

 

      「          

 別表第２中            を 

                 」 

「 

            に、 

           」 

「           

            を 

           」 

「 

            に改める。 

           」 

 別記第１号様式中「母子寡婦福祉資金貸付

金」を「母子父子寡婦福祉資金貸付金」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施す

る。 

 

「掲示済」 

 

年額30,000円以内 

年額20,000円以内

年額50,000円以内 

年額40,000円以内
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 亀岡市告示第２０号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定によ

り、下記の国民健康保険被保険者証は無効としたので告示する。 

 

   平成２８年２月８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０５０２－０１０２２ 

１ 保 険 者   亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

 

２ 交付した日   平成２６年４月１日 

 

３ 無効になる日  平成２８年２月８日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１号 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第１項の規定により指定緊急避難場

所を指定したので、同条第３項の規定により告示する。 

 

   平成２８年２月１０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 
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 指定する指定緊急避難場所 

施設の名称 施設の所在 

対象とする異常な現象の種類(※１) 指
定
避
難
所
と
の
重
複(

※
２) 

洪
水 

崖
崩
れ
土
石
流
地
滑
り 

高
潮 

地
震 

津
波 

大
規
模
火
事 

内
水
氾
濫 

火
山
現
象 

亀岡市立幼稚園 
大井町並河検見ケ上
7 

1 1  1  1 1  1 

（※１）「対象とする異常な現象の種類」欄に「１」が記された施設が、当該異常現象から緊急に

避難するための施設です。記されていない施設は、当該異常現象によって避難することはで

きません。 

（※２）「指定避難所との重複」欄に「１」が記された施設は、指定避難所を兼ねた施設です。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２号 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第１項の規定により指定避難所を指

定したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

   平成２８年２月１０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 指定する指定避難所 

施設の名称 施設の所在 

亀岡市立幼稚園 大井町並河検見ケ上7 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条及び第１０２条の規定により、平成２８年２

月１７日下記の事件につき、亀岡市議会臨時会を亀岡市議場に招集する。 

 

   平成２８年２月１０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

付議事件 

 

１ 平成２７年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

２ 平成２７年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

３ 亀岡市部設置条例の一部を改正する条例の制定について 

４ 亀岡市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

５ 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

６ 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の路線を平成２８年２

月２４日から供用開始する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において、平成２８年２月２５日か

ら平成２８年３月９日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成２８年２月１２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 
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供用開始告示をする路線 

路 線 
番 号 路  線  名 

 
 

起        点  

 
延 長 

 最小幅員

終        点  最大幅員

01303 中 矢 田 篠 線 

 

 
亀岡市篠町篠向谷２０番の１先  

 
796.58m 

12.00m

亀岡市篠町王子西ノ山５番の１先 15.70m

18296 夕日ケ丘１１号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２７番の１先 
488.60m 

9.50m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目７番の５先 9.50m

18297 夕日ケ丘１２号線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２６番の１先  

 
520.50m 

7.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目７番の１先 7.00m

18298 夕日ケ丘１３号線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１番先  

 
222.80m 

4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目４番の４先 14.00m

18299 夕日ケ丘１４号線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目３番の１１先  

 
29.90m 

6.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目４番の１先 6.00m

18300 夕日ケ丘１５号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１６番の１先  

 
32.00m 

6.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１７番の９先 6.00m

18301 夕日ケ丘１６号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１８番先  

 
39.10m 

6.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２５番の５先 13.99m

18302 夕日ケ丘１７号線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２０番の２先  

 
99.80m 

4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目２２番の７先 14.04m

18303 夕日ケ丘１８号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１２番の１０先  

 
114.70m 

4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１４番の１先 14.03m

18304 夕日ケ丘１９号線 

 亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１４番の７先  

 
208.60m 

4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘３丁目１７番の１４先 14.05m

18305 夕日ケ丘２０号線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目２０番の２先  

 
38.20m 

4.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目９番の１先 4.00m

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２５号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年２月１２日 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 23

第８５４号平成２８年３月１５日発行 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏名又は名称 

1 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

2 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

3 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

4 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

5 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

6 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

7 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

8 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

9 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

10 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

11 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

12 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

13 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

14 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

15 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

16 
督促状 平成27年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

17 
督促状 平成27年12月分 
市府民税（特別徴収） 

省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２６号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２８年２月１７日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏名又は名称 

1 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

2 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

3 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

4 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

5 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

6 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

7 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

8 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

9 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

10 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

11 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

12 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

13 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

14 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

15 
督促状 平成27年度第4期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 
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16 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

17 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

18 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

19 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

20 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

21 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

22 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

23 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

24 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

25 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

26 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

27 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

28 
督促状 平成27年度随1期分 
軽自動車税 

省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２７号 

 

 亀岡市住宅用太陽光発電システム設置事業補

助金交付要綱を廃止する要綱を次のように定め

る。 

 

   平成２８年２月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市住宅用太陽光発電システム

設置事業補助金交付要綱を廃止す

る要綱 

 

 亀岡市住宅用太陽光発電システム設置事業補

助金交付要綱（平成２１年亀岡市告示第１４５

号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施日前に亀岡市住宅用太陽光

発電システム設置事業補助金交付要綱の適用

を受けて設置された太陽光発電システムの取

扱いについては、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

１０１条の規定に基づき、平成２８年２月２９

日亀岡市議会定例会を亀岡市議場に招集する。 

 

   平成２８年２月２２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２９号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２８年２月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域に放置さ

れていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ並河駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２８年２月２５日（木） 

午後１時～午後３時 

４ 撤去し、保管した台数  ９台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができる。 
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② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要であ

る。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担する。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引き取りのない自転

車は、関係法令の規定により処分する。 

 

※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第３０号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２８年２月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０１４７－２１０１２ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２８年２月２６日 

「掲示済」 

 亀岡市告示第３１号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２８年２月２９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０１３２－９９０１４ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２８年２月２９日 

 

「掲示済」 
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公 告 
 

 亀岡市公告第１３号 

 

 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第６条第７項の規定により、捕獲犬の抑留につ

いて通知を受けたので、同条第８項の規定によ

り公告する。 

 

   平成２８年２月８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

１ 捕獲日時  平成２８年１月３０日 

        午後８時頃 

２ 捕獲場所  亀岡市古世町西内坪 

３ 種  類  ヨークシャテリア 

４ 毛  色  黒茶 

５ 性  別  雌 

６ 体  格  小型 

７ 犬の鑑札  なし 

８ 注射済票  なし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（平成２８年

２月１１日）までに引取りのないときは

処分される。 

 

（連絡先）京都府南丹保健所環境衛生室 

電話番号０７７１－６２－４７５４ 

 

「掲示済」 

 亀岡市公告第１４号 

 

 平成２７年亀岡市公告第５９号に基づき実施

した本市職員採用試験の結果、次のとおり合格

者を決定し、職員採用候補者名簿に登録したの

で公告する。ただし、登録有効期限については、

平成２９年４月１日までとする。 

 

   平成２８年２月１５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

（合格者受験番号） 

・土木Ⅱ  ６５０２ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１５号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１８条第１項の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告し、その関係書類を次により縦覧

に供する。 

 

   平成２８年２月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 平成２８年２月１９日以後、常時備え

置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１６号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成２８年２月２２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号    橋修第1号 

⑵ 工 事 名    吉川橋橋梁補修工事 

⑶ 工事場所    亀岡市吉川町吉田地内 

⑷ 工事種別    土木一式工事 

⑸ 工事概要    工事延長               Ｌ＝40.0ｍ 

断面修復工              1式 

ひびわれ注入工            1式 

ひびわれ充填工            1式 

表面保護工              1式 

足場工                1式 

塗装塗替工              1式 

地覆打替え工             1式 

床板防水工              1式 

橋面舗装工              Ａ＝219㎡ 

付帯工                1式 

⑹ 予定価格（税込）  33,993,000円 

          【入札書比較価格（税抜） 31,475,000円】 

⑺ 工  期    契約日の翌日から平成28年3月31日まで 

⑻ 部 分 払    無 

⑼ 前 金 払    有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中間前金払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払を

している工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表により

工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代金

の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場合に

限り、中間前金払（請負金額の20％以内 保証事業会社の保証が必要）が請

求できる。 

⑾ 最低制限価格  採用 
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⑿ 入札保証金   免除 

⒀ 契約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時

に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をい

う。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行

保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、

契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

⒂ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成27年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加

は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成27年4月1日以降に発注された土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、

随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したものは手持ち工事に含まない。

また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事の競争入札で落札した業者は、落札し

た時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が3,000万円（建築一式は4,500万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら
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の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成28年2月22日（月） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成28年2月22日（月） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成28年2月26日（金） 

午前9時から午後5時まで 

平成28年2月29日（月） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成28年3月1日（火） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成28年2月25日（木） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成28年3月2日（水） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成28年3月4日（金） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 平成28年3月9日（水） 

午前9時から午後5時まで 

平成28年3月10日（木） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 平成28年3月11日（金） 

午前10時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 32 

第８５４号平成２８年３月１５日発行 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１７号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成２８年２月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 
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１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号    上拡施第4号 

⑵ 工 事 名    第5次拡張事業 西山配水池築造工事（その2） 

⑶ 工事場所    亀岡市篠町王子地内 

⑷ 工事種別    土木一式工事 

⑸ 工事概要    既設西山配水池撤去          1式 

既設浄水場撤去            1式 

管理用道路整備            1式 

舗装工                1式 

⑹ 予定価格（税込）  48,677,760円 

          【入札書比較価格（税抜） 45,072,000円】 

⑺ 工  期    契約日の翌日から200日間 

⑻ 部 分 払    無 

⑼ 前 金 払    有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中間前金払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払を

している工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表により

工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代金

の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場合に

限り、中間前金払（請負金額の20％以内 保証事業会社の保証が必要）が請

求できる。 

⑾ 最低制限価格  採用 

⑿ 入札保証金   免除 

⒀ 契約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時

に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をい

う。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行

保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、

契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

⒂ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成27年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加

は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 
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⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成27年4月1日以降に発注された土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、

随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したものは手持ち工事に含まない。

また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事の競争入札で落札した業者は、落札し

た時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が3,000万円（建築一式は4,500万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成28年2月25日（木） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成28年2月25日（木） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成28年3月2日（水） 

午前9時から午後5時まで 

平成28年3月3日（木） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 
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入札参加確認通知の送付 平成28年3月4日（金） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成28年2月29日（月） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成28年3月8日（火） 

正午まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成28年3月9日（水） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 平成28年3月14日（月） 

午前9時から午後5時まで 

平成28年3月15日（火） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 平成28年3月16日（水） 

午前11時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 
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⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の

送信をしようとして、パソコントラブルに

より送信が間に合わず入札書不着になる 

ケースも懸念されるので、入札書等は「原

則として、入札書受付期間の1日目に提出

する」こととし「2日目は（1日目にトラブ

ル等が発生した場合の）予備日」として、

必ず受付期間内に間に合うように提出する

こと。 

⑷ その他については、共通事項のとおりと

する。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 

    （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

任免及び辞令 
 

             俣 野 捷 代 

             井 内 房 子 

             井 上 加夜子 

             白 崎 政 子 

             尾 松 佳栄子 

             調   幸 治 

             飯 野   茂 

（各 通）
        米 原   亨 

             中 川 博 友 

             水 口 潤 子 

             平 田 謙 輔 

             木 村 みさか 

             小 寺 邦 明 

             矢 田   勲 

             中 澤   猛 

             吉 本 茂 治 

亀岡市国民健康保険運営協議会委員に委嘱しま

す 

任期は平成３０年１月３１日までとします 

   平成２８年２月１日 

 

（各 通）
        小 寺 邦 明 

             栗 山 正 則 

亀岡市生涯学習推進審議会委員に委嘱します 

   平成２８年２月９日 

 

             湊   泰 孝 

亀岡市防災会議委員の委嘱を解きます 

   平成２８年２月１６日 

 

             小 島 義 秀 

亀岡市防災会議委員に委嘱します 

任期は平成２８年５月３１日までとします 
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             福 井 英 昭 

亀岡市都市計画審議会委員の委嘱を解きます 

   平成２８年２月１７日 

 

             齊 藤 一 義 

亀岡市都市計画審議会委員に委嘱します 

任期は平成２８年９月４日までとします 

   平成２８年２月１８日 

 

             木 戸 庸 介 

亀岡市行政改革推進委員会委員に委嘱します 

任期は平成２８年１１月２５日までとします 

   平成２８年２月２５日 

 

             田 路 朋 哉 

亀岡市介護認定審査会委員の委嘱を解きます 

   平成２８年２月２９日 

教育委員会欄 
 

規 則 
 

 亀岡市立小学校及び中学校の管理運営に関す

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２８年２月２６日 

 

         亀岡市教育委員会 

           委員長 栗山正則 

 

 亀岡市教育委員会規則第２号 

 

亀岡市立小学校及び中学校の管理

運営に関する規則の一部を改正す

る規則 

 

 亀岡市立小学校及び中学校の管理運営に関す

る規則（昭和５８年亀岡市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中 

「第６章 研修（第１５条・第１５条の２）」

を 

「第６章 研修（第１５条） 

 第６章の２ 人事評価（第１５条の２） 」

に改める。 

 第１５条の次に次の章名を付する。 

    第６章の２ 人事評価 

 第１５条の２の見出し中「職員」を「人事」

に改め、同条第１項中「学年始めに」及び「学

年末に」を削り、同条第２項中「を学年末に評

価」を「の人事評価を」に改め、同条第３項中

「前２項の自己目標設定状況及び評価効果」を

「第１項の自己目標の設定状況及び前項の人事

評価の結果」に改め、同条第４項中「職員の」
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を「人事」に改める。 

 別表中「第１０条の５」を「第１０条の６」

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１４号 

 

 平成２８年３月２日定時登録において選挙人

名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を

記載した書面を縦覧に供する場所を次のように

定める。 

 

   平成２８年２月２６日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 縦覧の場所  亀岡市安町野々神８番地 

         亀岡市役所 

         選挙管理委員会事務局 

 

２ 縦覧の期間  平成２８年３月３日から 

         同月７日 

 

「掲示済」 
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市立病院欄 
 

規 程 
 

 亀岡市立病院処務規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

   平成２８年２月１８日 

 

                            亀岡市病院事業管理者職務代理者 

                            亀岡市立病院長 玉井和夫 

 

 亀岡市病院事業管理規程第１号 

 

亀岡市立病院処務規程等の一部を改正する規程 

 

 （亀岡市立病院処務規程の一部改正） 

第１条 亀岡市立病院処務規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第２号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条から第６条までの規定中「医療管理監」を「消化器センター長」に改める。 

（亀岡市立病院事務決裁規程の一部改正） 

第２条 亀岡市立病院事務決裁規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１８条中「医療管理監」を「消化器センター長」に改める。 

 別表中 

「 

                」を 

「 

                   」に、 

「 

                        」を 

「 

                           」に改める。 

（亀岡市立病院会議規程の一部改正） 

第３条 亀岡市立病院会議規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第４号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第３項中「医療管理監」を「消化器センター長」に改める。 

（亀岡市立病院診療情報開示規程の一部改正） 

病院長、医療管理監、副院長 

病院長、消化器センター長、副院長

病院長、医療管理監、副院長、部長、担当部長

病院長、消化器センター長、副院長、部長、担当部長
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第４条 亀岡市立病院診療情報開示規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第９号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条第２項中「医療管理監」を「消化器センター長」に改める。 

（亀岡市立病院防火管理規程の一部改正） 

第５条 亀岡市立病院防火管理規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第５条第１項中「、病院長及び防火管理者を副委員長」を削る。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条関係） 

 役職名 備考 

委員長 管理者 管理権原者 

委員 病院長  

 消化器センター長  

 副院長  

 診療部長  

 診療技術部長  

 看護部長  

 管理部長  

 防火管理者  

 

 別表第２中 

「 

                」を 

「 

                 」に、 

「                 「 

 

 

                 を                 に改める。 

 

 

                」                 」 

（亀岡市立病院公用車使用規程の一部改正） 

第６条 亀岡市立病院公用車使用規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第１４号）の一部を次

のように改正する。 

 第１７条第１項中「医療管理監」を「消化器センター長」に改める。 

（亀岡市立病院職員の職の設置に関する規程の一部改正） 

第７条 亀岡市立病院職員の職の設置に関する規程（平成１８年亀岡市病院事業管理規程第４号）

医局、病歴・図書室、談話室 

医局、中央病歴管理室、談話室 

管理者室、病院長室、医療管理 

監室、病院総務課室、応接室、 

多目的ホール、職員食堂、会議 

室、当直室、更衣室、倉庫、便 

所、ＥＶ室、控室 

管理者室、病院長室、消化器セ 

ンター長室、病院総務課室、応 

接室、多目的ホール、職員食堂、

会議室、当直室、更衣室、倉庫、

便所、ＥＶ室、控室 
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の一部を次のように改正する。 

 別表第１項中「主事補」の次に「、看護助手」を加え、同表第２項中「医療管理監、副院長、

センター長」を「センター長、副院長」に改め、「科長」の次に「、課長、副課長」を加える。 

（亀岡市立病院職員就業規程の一部改正） 

第８条 亀岡市立病院職員就業規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第２項中「医療管理監」を「消化器センター長」に改める。 

 （亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部改正） 

第９条 亀岡市立病院職員の給与に関する規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第２６号）の

一部を次のように改正する。 

 附則第７項中「１００分の１．１２５」を「１００分の１．２７５」に、「１００分の   

１．４２５」を「１００分の１．５７５」に、「１００分の７５」を「１００分の８５」に、

「１００分の９５」を「１００分の１０５」に改める。 

第１０条 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。 

 第１０条第３項中「及び准看護師」を「、准看護師及び看護助手」に改め、同項第１号中 

「６，８００円」を「看護師及び准看護師にあっては６，８００円、看護助手にあっては   

６，０００円」に改め、同項第２号ア中「３，３００円」を「看護師及び准看護師にあっては 

３，３００円、看護助手にあっては２，９００円」に改め、同号イ中「２，９００円」を「看護

師及び准看護師にあっては２，９００円、看護助手にあっては２，５００円」に改め、同号ウ中

「２，０００円」を「看護師及び准看護師にあっては２，０００円、看護助手にあっては   

１，７００円」に改め、同条第４項中「２，５００円」を「２，０００円」に改め、同条第５項

第１号中「及び医療管理監」を削り、同項中第６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号

ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 消化器センター長 月額１７０，０００円 

 附則第４項中「当分」を「平成３０年３月３１日まで」に改める。 

 附則第７項中「１００分の１．２７５」を「１００分の１．２」に、「１００分の     

１．５７５」を「１００分の１．５」に、「１００分の８５」を「１００分の８０」に、  

「１００分の１０５」を「１００分の１００」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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0
0

4
2
9
,9
0
0

3
7
 

1
9
6
,0
0
0 

2
4
6
,0
0
0 

2
8
7
,0
0
0 

3
3
2
,
2
0
0 

3
5
8
,9
0
0
 

3
8
6
,
8
0
0

4
3
1
,1
0
0

3
8
 

1
9
7
,3
0
0 

2
4
7
,4
0
0 

2
8
8
,7
0
0 

3
3
4
,
1
0
0 

3
6
0
,2
0
0
 

3
8
8
,
0
0
0

4
3
1
,9
0
0

3
9
 

1
9
8
,6
0
0 

2
4
8
,9
0
0 

2
9
0
,5
0
0 

3
3
6
,
1
0
0 

3
6
1
,6
0
0
 

3
8
9
,
2
0
0

4
3
2
,7
0
0

4
0
 

1
9
9
,9
0
0 

2
5
0
,4
0
0 

2
9
2
,3
0
0 

3
3
8
,
0
0
0 

3
6
3
,0
0
0
 

3
9
0
,
3
0
0

4
3
3
,5
0
0

4
1
 

2
0
1
,2
0
0 

2
5
1
,8
0
0 

2
9
4
,0
0
0 

3
3
9
,
9
0
0 

3
6
4
,3
0
0
 

3
9
1
,
4
0
0

4
3
4
,1
0
0

4
2
 

2
0
2
,5
0
0 

2
5
3
,2
0
0 

2
9
5
,7
0
0 

3
4
1
,
8
0
0 

3
6
5
,2
0
0
 

3
9
2
,
6
0
0

4
3
4
,8
0
0

4
3
 

2
0
3
,8
0
0 

2
5
4
,6
0
0 

2
9
7
,4
0
0 

3
4
3
,
6
0
0 

3
6
6
,3
0
0
 

3
9
3
,
8
0
0

4
3
5
,5
0
0

4
4
 

2
0
5
,1
0
0 

2
5
6
,0
0
0 

2
9
9
,0
0
0 

3
4
5
,
5
0
0 

3
6
7
,4
0
0
 

3
9
4
,
9
0
0

4
3
6
,2
0
0

4
5
 

2
0
6
,3
0
0 

2
5
7
,2
0
0 

3
0
0
,7
0
0 

3
4
7
,
0
0
0 

3
6
8
,2
0
0
 

3
9
5
,
6
0
0

4
3
7
,0
0
0

4
6
 

2
0
7
,6
0
0 

2
5
8
,5
0
0 

3
0
2
,4
0
0 

3
4
8
,
4
0
0 

3
6
9
,1
0
0
 

3
9
6
,
3
0
0

4
3
7
,8
0
0

4
7
 

2
0
8
,9
0
0 

2
5
9
,9
0
0 

3
0
4
,0
0
0 

3
4
9
,
9
0
0 

3
7
0
,0
0
0
 

3
9
7
,
0
0
0

4
3
8
,2
0
0

4
8
 

2
1
0
,2
0
0 

2
6
1
,3
0
0 

3
0
5
,7
0
0 

3
5
1
,
4
0
0 

3
7
0
,9
0
0
 

3
9
7
,
7
0
0

4
3
8
,9
0
0

4
9
 

2
1
1
,3
0
0 

2
6
2
,6
0
0 

3
0
6
,9
0
0 

3
5
3
,
0
0
0 

3
7
1
,8
0
0
 

3
9
8
,
3
0
0

4
3
9
,4
0
0

5
0
 

2
1
2
,4
0
0 

2
6
3
,7
0
0 

3
0
8
,4
0
0 

3
5
3
,
8
0
0 

3
7
2
,6
0
0
 

3
9
8
,
9
0
0

4
3
9
,8
0
0

5
1
 

2
1
3
,4
0
0 

2
6
5
,0
0
0 

3
0
9
,9
0
0 

3
5
5
,
0
0
0 

3
7
3
,4
0
0
 

3
9
9
,
4
0
0

4
4
0
,2
0
0

5
2
 

2
1
4
,5
0
0 

2
6
6
,3
0
0 

3
1
1
,5
0
0 

3
5
6
,
0
0
0 

3
7
4
,2
0
0
 

3
9
9
,
8
0
0

4
4
0
,6
0
0

5
3
 

2
1
5
,6
0
0 

2
6
7
,4
0
0 

3
1
3
,1
0
0 

3
5
6
,
9
0
0 

3
7
4
,9
0
0
 

4
0
0
,
2
0
0

4
4
1
,0
0
0

5
4
 

2
1
6
,6
0
0 

2
6
8
,5
0
0 

3
1
4
,7
0
0 

3
5
8
,
0
0
0 

3
7
5
,6
0
0
 

4
0
0
,
5
0
0

4
4
1
,4
0
0

5
5
 

2
1
7
,5
0
0 

2
6
9
,8
0
0 

3
1
6
,3
0
0 

3
5
8
,
9
0
0 

3
7
6
,3
0
0
 

4
0
0
,
8
0
0

4
4
1
,8
0
0

5
6
 

2
1
8
,5
0
0 

2
7
1
,1
0
0 

3
1
7
,8
0
0 

3
6
0
,
0
0
0 

3
7
7
,0
0
0
 

4
0
1
,
1
0
0

4
4
2
,1
0
0

5
7
 

2
1
9
,2
0
0 

2
7
2
,2
0
0 

3
1
9
,3
0
0 

3
6
0
,
9
0
0 

3
7
7
,5
0
0
 

4
0
1
,
4
0
0

4
4
2
,4
0
0

5
8
 

2
2
0
,1
0
0 

2
7
3
,2
0
0 

3
2
0
,5
0
0 

3
6
1
,
6
0
0 

3
7
8
,1
0
0
 

4
0
1
,
7
0
0

4
4
2
,8
0
0

5
9
 

2
2
1
,0
0
0 

2
7
4
,3
0
0 

3
2
1
,7
0
0 

3
6
2
,
3
0
0 

3
7
8
,7
0
0
 

4
0
2
,
0
0
0

4
4
3
,1
0
0

6
0
 

2
2
1
,9
0
0 

2
7
5
,4
0
0 

3
2
2
,9
0
0 

3
6
3
,
0
0
0 

3
7
9
,4
0
0
 

4
0
2
,
3
0
0

4
4
3
,4
0
0

6
1
 

2
2
2
,6
0
0 

2
7
6
,6
0
0 

3
2
3
,6
0
0 

3
6
3
,
4
0
0 

3
7
9
,8
0
0
 

4
0
2
,
6
0
0

4
4
3
,7
0
0

6
2
 

2
2
3
,6
0
0 

2
7
7
,6
0
0 

3
2
4
,5
0
0 

3
6
4
,
0
0
0 

3
8
0
,5
0
0
 

4
0
2
,
9
0
0

4
4
4
,1
0
0

6
3
 

2
2
4
,5
0
0 

2
7
8
,5
0
0 

3
2
5
,3
0
0 

3
6
4
,
7
0
0 

3
8
1
,1
0
0
 

4
0
3
,
2
0
0

4
4
4
,4
0
0
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6
4
 

2
2
5
,4
0
0 

2
7
9
,5
0
0 

3
2
6
,1
0
0 

3
6
5
,
4
0
0 

3
8
1
,7
0
0
 

4
0
3
,
5
0
0

4
4
4
,7
0
0

6
5
 

2
2
6
,1
0
0 

2
8
0
,3
0
0 

3
2
7
,0
0
0 

3
6
5
,
7
0
0 

3
8
2
,1
0
0
 

4
0
3
,
8
0
0

4
4
5
,0
0
0

6
6
 

2
2
7
,0
0
0 

2
8
1
,2
0
0 

3
2
7
,4
0
0 

3
6
6
,
4
0
0 

3
8
2
,7
0
0
 

4
0
4
,
1
0
0

 
 

6
7
 

2
2
7
,9
0
0 

2
8
1
,9
0
0 

3
2
8
,1
0
0 

3
6
7
,
1
0
0 

3
8
3
,3
0
0
 

4
0
4
,
4
0
0

 
 

6
8
 

2
2
9
,0
0
0 

2
8
2
,8
0
0 

3
2
8
,9
0
0 

3
6
7
,
8
0
0 

3
8
3
,9
0
0
 

4
0
4
,
7
0
0

 
 

6
9
 

2
2
9
,8
0
0 

2
8
3
,8
0
0 

3
2
9
,7
0
0 

3
6
8
,
1
0
0 

3
8
4
,3
0
0
 

4
0
4
,
9
0
0

 
 

7
0
 

2
3
0
,5
0
0 

2
8
4
,6
0
0 

3
3
0
,4
0
0 

3
6
8
,
7
0
0 

3
8
4
,8
0
0
 

4
0
5
,
2
0
0

 
 

7
1
 

2
3
1
,2
0
0 

2
8
5
,4
0
0 

3
3
1
,1
0
0 

3
6
9
,
4
0
0 

3
8
5
,3
0
0
 

4
0
5
,
5
0
0

 
 

7
2
 

2
3
2
,0
0
0 

2
8
6
,2
0
0 

3
3
1
,8
0
0 

3
7
0
,
0
0
0 

3
8
5
,9
0
0
 

4
0
5
,
8
0
0

 
 

7
3
 

2
3
2
,8
0
0 

2
8
7
,0
0
0 

3
3
2
,3
0
0 

3
7
0
,
3
0
0 

3
8
6
,2
0
0
 

4
0
6
,
0
0
0

 
 

7
4
 

2
3
3
,5
0
0 

2
8
7
,5
0
0 

3
3
2
,9
0
0 

3
7
0
,
9
0
0 

3
8
6
,6
0
0
 

4
0
6
,
3
0
0

 
 

7
5
 

2
3
4
,2
0
0 

2
8
7
,9
0
0 

3
3
3
,4
0
0 

3
7
1
,
6
0
0 

3
8
7
,0
0
0
 

4
0
6
,
6
0
0

 
 

7
6
 

2
3
4
,9
0
0 

2
8
8
,4
0
0 

3
3
4
,0
0
0 

3
7
2
,
2
0
0 

3
8
7
,4
0
0
 

4
0
6
,
8
0
0

 
 

7
7
 

2
3
5
,6
0
0 

2
8
8
,5
0
0 

3
3
4
,3
0
0 

3
7
2
,
6
0
0 

3
8
7
,7
0
0
 

4
0
7
,
0
0
0

 
 

7
8
 

2
3
6
,4
0
0 

2
8
8
,9
0
0 

3
3
4
,8
0
0 

3
7
3
,
1
0
0 

3
8
8
,0
0
0
 

4
0
7
,
3
0
0

 
 

7
9
 

2
3
7
,2
0
0 

2
8
9
,1
0
0 

3
3
5
,2
0
0 

3
7
3
,
7
0
0 

3
8
8
,3
0
0
 

4
0
7
,
6
0
0

 
 

8
0
 

2
3
8
,0
0
0 

2
8
9
,5
0
0 

3
3
5
,7
0
0 

3
7
4
,
2
0
0 

3
8
8
,6
0
0
 

4
0
7
,
8
0
0

 
 

8
1
 

2
3
8
,7
0
0 

2
8
9
,7
0
0 

3
3
6
,1
0
0 

3
7
4
,
7
0
0 

3
8
8
,8
0
0
 

4
0
8
,
0
0
0

 
 

8
2
 

2
3
9
,4
0
0 

2
8
9
,9
0
0 

3
3
6
,6
0
0 

3
7
5
,
3
0
0 

3
8
9
,1
0
0
 

4
0
8
,
3
0
0

 
 

8
3
 

2
4
0
,1
0
0 

2
9
0
,3
0
0 

3
3
7
,1
0
0 

3
7
5
,
8
0
0 

3
8
9
,4
0
0
 

4
0
8
,
6
0
0

 
 

8
4
 

2
4
0
,8
0
0 

2
9
0
,6
0
0 

3
3
7
,6
0
0 

3
7
6
,
1
0
0 

3
8
9
,6
0
0
 

4
0
8
,
8
0
0

 
 

8
5
 

2
4
1
,5
0
0 

2
9
0
,9
0
0 

3
3
7
,9
0
0 

3
7
6
,
5
0
0 

3
8
9
,8
0
0
 

4
0
9
,
0
0
0

 
 

8
6
 

2
4
2
,2
0
0 

2
9
1
,2
0
0 

3
3
8
,3
0
0 

3
7
7
,
0
0
0 

3
9
0
,1
0
0
 

4
0
9
,
3
0
0

 
 

8
7
 

2
4
2
,9
0
0 

2
9
1
,5
0
0 

3
3
8
,8
0
0 

3
7
7
,
4
0
0 

3
9
0
,4
0
0
 

4
0
9
,
6
0
0

 
 

8
8
 

2
4
3
,6
0
0 

2
9
1
,9
0
0 

3
3
9
,2
0
0 

3
7
7
,
8
0
0 

3
9
0
,6
0
0
 

4
0
9
,
8
0
0

 
 

8
9
 

2
4
4
,3
0
0 

2
9
2
,2
0
0 

3
3
9
,5
0
0 

3
7
8
,
2
0
0 

3
9
0
,8
0
0
 

4
1
0
,
0
0
0

 
 

9
0
 

2
4
4
,8
0
0 

2
9
2
,6
0
0 

3
3
9
,9
0
0 

3
7
8
,
7
0
0 

3
9
1
,1
0
0
 

4
1
0
,
3
0
0

 
 

9
1
 

2
4
5
,3
0
0 

2
9
2
,9
0
0 

3
4
0
,4
0
0 

3
7
9
,
1
0
0 

3
9
1
,4
0
0
 

4
1
0
,
6
0
0

 
 

9
2
 

2
4
5
,8
0
0 

2
9
3
,3
0
0 

3
4
0
,8
0
0 

3
7
9
,
5
0
0 

3
9
1
,6
0
0
 

4
1
0
,
8
0
0

 
 

9
3
 

2
4
6
,1
0
0 

2
9
3
,4
0
0 

3
4
1
,0
0
0 

3
7
9
,
8
0
0 

3
9
1
,8
0
0
 

4
1
1
,
0
0
0

 
 

9
4
 
 
 

2
9
3
,6
0
0 

3
4
1
,4
0
0 

3
8
0
,
3
0
0 

3
9
2
,1
0
0
 
 
 

 
 

9
5
 
 
 

2
9
4
,0
0
0 

3
4
1
,9
0
0 

3
8
0
,
7
0
0 

3
9
2
,4
0
0
 
 
 

 
 

9
6
 
 
 

2
9
4
,4
0
0 

3
4
2
,3
0
0 

3
8
1
,
1
0
0 

3
9
2
,6
0
0
 
 
 

 
 

9
7
 
 
 

2
9
4
,6
0
0 

3
4
2
,4
0
0 

3
8
1
,
4
0
0 

3
9
2
,8
0
0
 
 
 

 
 

 

  

9
8

 
 

2
9
4
,9

0
0

3
4
2
,9
0
0

3
8
1
,
9
0
0

3
9
3
,1

0
0

 
 

 
 

9
9

 
 

2
9
5
,3

0
0

3
4
3
,3
0
0

3
8
2
,
3
0
0

3
9
3
,4

0
0

 
 

 
 

1
0
0

 
 

2
9
5
,7

0
0

3
4
3
,6
0
0

3
8
2
,
7
0
0

3
9
3
,6

0
0

 
 

 
 

1
0
1

 
 

2
9
5
,9

0
0

3
4
3
,9
0
0

3
8
3
,
0
0
0

3
9
3
,8

0
0

 
 

 
 

1
0
2

 
 

2
9
6
,2

0
0

3
4
4
,3
0
0

3
8
3
,
5
0
0

 
 

 
 

 
 

1
0
3

 
 

2
9
6
,6

0
0

3
4
4
,7
0
0

3
8
3
,
9
0
0

 
 

 
 

 
 

1
0
4

 
 

2
9
6
,9

0
0

3
4
5
,1
0
0

3
8
4
,
3
0
0

 
 

 
 

 
 

1
0
5

 
 

2
9
7
,1

0
0

3
4
5
,6
0
0

3
8
4
,
6
0
0

 
 

 
 

 
 

1
0
6

 
 

2
9
7
,4

0
0

3
4
6
,0
0
0

3
8
5
,
1
0
0

 
 

 
 

 
 

1
0
7

 
 

2
9
7
,8

0
0

3
4
6
,4
0
0

3
8
5
,
5
0
0

 
 

 
 

 
 

1
0
8

 
 

2
9
8
,1

0
0

3
4
6
,8
0
0

3
8
5
,
9
0
0

 
 

 
 

 
 

1
0
9

 
 

2
9
8
,3

0
0

3
4
7
,3
0
0

3
8
6
,
2
0
0

 
 

 
 

 
 

1
1
0

 
 

2
9
8
,7

0
0

3
4
7
,7
0
0

3
8
6
,
7
0
0

 
 

 
 

 
 

1
1
1

 
 

2
9
9
,1

0
0

3
4
8
,0
0
0

3
8
7
,
1
0
0

 
 

 
 

 
 

1
1
2

 
 

2
9
9
,4

0
0

3
4
8
,3
0
0

3
8
7
,
5
0
0

 
 

 
 

 
 

1
1
3

 
 

2
9
9
,5

0
0

3
4
8
,8
0
0

3
8
7
,
8
0
0

 
 

 
 

 
 

1
1
4

 
 

2
9
9
,8

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1
5

 
 

3
0
0
,1

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1
6

 
 

3
0
0
,5

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1
7

 
 

3
0
0
,7

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1
8

 
 

3
0
0
,9

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1
9

 
 

3
0
1
,2

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
2
0

 
 

3
0
1
,5

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
2
1

 
 

3
0
1
,9

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
2
2

 
 

3
0
2
,1

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
2
3

 
 

3
0
2
,4

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
2
4

 
 

3
0
2
,7

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
2
5

 
 

3
0
3
,0

0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

再
任
用

 
職

 
員

 
 
 

1
8
6
,
5
0
0 

2
1
4
,0

0
0

2
5
4
,0
0
0

2
7
3
,
4
0
0

2
8
8
,5

0
0

3
1
3
,9
0
0 

3
5
5
,6

0
0 

備
考
 

こ
の
表

は
、
他

の
給
料

表
の
適

用
を

受
け

な
い
全

て
の
職

員
に
適

用
す
る

。
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別
表

第
２
（

第
２

条
関

係
）

 医
 
療

 
職

 
給

 
料
 

表
 

（
１

）
 

職
員

の
区
 

分
 

職
務
 

の
級
 

 
号
給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料

月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

再
任

用
職
員

以
外
の

職
員
 

 
1
 

円
 

2
4
3
,
3
00
 

円
 

32
8
,
6
00
 

円
 

3
9
4
,
3
00
 

円
4
7
0
,
1
00

円
56
5
,
3
00

2
 

2
4
5
,
8
00
 

33
1
,
6
00
 

3
9
7
,
2
00
 

4
7
2
,
4
00

56
8
,
4
00

3
 

2
4
8
,
3
00
 

33
4
,
5
00
 

4
0
0
,
1
00
 

4
7
4
,
6
00

57
1
,
5
00

4
 

2
5
0
,
8
00
 

33
7
,
6
00
 

4
0
3
,
0
00
 

4
7
6
,
9
00

57
4
,
6
00

5
 

2
5
3
,
1
00
 

34
0
,
3
00
 

4
0
5
,
7
00
 

4
7
9
,
2
00

57
7
,
5
00

6
 

2
5
6
,
9
00
 

34
3
,
6
00
 

4
0
8
,
4
00
 

4
8
1
,
4
00

57
9
,
9
00

7
 

2
6
0
,
7
00
 

34
6
,
8
00
 

4
1
1
,
2
00
 

4
8
3
,
6
00

58
2
,
3
00

8
 

2
6
4
,
5
00
 

34
9
,
9
00
 

4
1
4
,
0
00
 

4
8
5
,
8
00

58
4
,
7
00

9
 

2
6
8
,
1
00
 

35
2
,
9
00
 

4
1
6
,
6
00
 

4
8
7
,
8
00

58
6
,
9
00

1
0
 

2
7
2
,
1
00
 

35
5
,
9
00
 

4
1
9
,
3
00
 

4
8
9
,
9
00

58
8
,
4
00

1
1
 

2
7
6
,
1
00
 

35
9
,
0
00
 

4
2
2
,
0
00
 

4
9
2
,
0
00

58
9
,
9
00

1
2
 

2
8
0
,
1
00
 

36
2
,
2
00
 

4
2
4
,
7
00
 

4
9
4
,
1
00

59
1
,
4
00

1
3
 

2
8
3
,
9
00
 

36
5
,
3
00
 

4
2
7
,
2
00
 

4
9
6
,
2
00

59
2
,
9
00

1
4
 

2
8
7
,
9
00
 

36
8
,
9
00
 

4
2
9
,
7
00
 

4
9
8
,
3
00

59
4
,
0
00

1
5
 

2
9
1
,
8
00
 

37
2
,
3
00
 

4
3
2
,
1
00
 

5
0
0
,
4
00

59
5
,
1
00

1
6
 

2
9
5
,
7
00
 

37
6
,
0
00
 

4
3
4
,
6
00
 

5
0
2
,
5
00

59
6
,
0
00

1
7
 

2
9
9
,
5
00
 

37
9
,
6
00
 

4
3
6
,
8
00
 

5
0
4
,
6
00

59
7
,
2
00

1
8
 

3
0
3
,
1
00
 

38
2
,
3
00
 

4
3
9
,
2
00
 

5
0
6
,
6
00

59
8
,
2
00

1
9
 

3
0
6
,
6
00
 

38
5
,
1
00
 

4
4
1
,
6
00
 

5
0
8
,
6
00

59
9
,
2
00

2
0
 

3
1
0
,
2
00
 

38
7
,
9
00
 

4
4
4
,
0
00
 

5
1
0
,
6
00

60
0
,
2
00

2
1
 

3
1
3
,
8
00
 

39
0
,
8
00
 

4
4
6
,
0
00
 

5
1
2
,
4
00

60
1
,
2
00

2
2
 

3
1
7
,
5
00
 

39
3
,
4
00
 

4
4
8
,
4
00
 

5
1
4
,
2
00

60
2
,
2
00

2
3
 

3
2
1
,
0
00
 

39
6
,
0
00
 

4
5
0
,
8
00
 

5
1
6
,
1
00

60
3
,
2
00

2
4
 

3
2
4
,
7
00
 

39
8
,
6
00
 

4
5
3
,
1
00
 

5
1
8
,
0
00

60
4
,
2
00

2
5
 

3
2
8
,
2
00
 

40
0
,
9
00
 

4
5
5
,
3
00
 

5
1
9
,
7
00

60
5
,
2
00

2
6
 

3
3
1
,
0
00
 

40
3
,
2
00
 

4
5
7
,
6
00
 

5
2
1
,
5
00

60
6
,
2
00

2
7
 

3
3
3
,
7
00
 

40
5
,
5
00
 

4
5
9
,
8
00
 

5
2
3
,
3
00

60
7
,
2
00

2
8
 

3
3
6
,
3
00
 

40
7
,
8
00
 

4
6
2
,
1
00
 

5
2
5
,
1
00

60
8
,
2
00

2
9
 

3
3
9
,
1
00
 

41
0
,
2
00
 

4
6
4
,
3
00
 

5
2
7
,
0
00

60
9
,
2
00

 

  

3
0
 

3
4
1
,
4
00

4
1
2
,
3
00
 

4
6
6
,
6
00
 

5
2
8
,
8
00

3
1
 

3
4
3
,
6
00

4
1
4
,
3
00
 

4
6
8
,
9
00
 

5
3
0
,
6
00

3
2
 

3
4
6
,
0
00

4
1
6
,
4
00
 

4
7
1
,
1
00
 

5
3
2
,
4
00

3
3
 

3
4
8
,
4
00

4
1
8
,
5
00
 

4
7
3
,
1
00
 

5
3
4
,
0
00

3
4
 

3
5
0
,
8
00

4
2
0
,
5
00
 

4
7
5
,
2
00
 

5
3
5
,
8
00

3
5
 

3
5
3
,
1
00

4
2
2
,
5
00
 

4
7
7
,
3
00
 

5
3
7
,
5
00

3
6
 

3
5
5
,
6
00

4
2
4
,
5
00
 

4
7
9
,
4
00
 

5
3
9
,
3
00

3
7
 

3
5
8
,
0
00

4
2
6
,
6
00
 

4
8
1
,
5
00
 

5
4
0
,
9
00

3
8
 

3
6
0
,
4
00

4
2
8
,
6
00
 

4
8
3
,
3
00
 

5
4
2
,
5
00

3
9
 

3
6
2
,
8
00

4
3
0
,
6
00
 

4
8
5
,
1
00
 

5
4
3
,
9
00

4
0
 

3
6
5
,
2
00

4
3
2
,
6
00
 

4
8
6
,
9
00
 

5
4
5
,
5
00

4
1
 

3
6
7
,
5
00

4
3
4
,
6
00
 

4
8
8
,
6
00
 

5
4
7
,
0
00

4
2
 

3
6
8
,
9
00

4
3
6
,
4
00
 

4
9
0
,
4
00
 

5
4
8
,
4
00

4
3
 

3
7
0
,
4
00

4
3
8
,
1
00
 

4
9
2
,
2
00
 

5
4
9
,
8
00

4
4
 

3
7
1
,
9
00

4
3
9
,
9
00
 

4
9
4
,
0
00
 

5
5
1
,
1
00

4
5
 

3
7
3
,
4
00

4
4
1
,
8
00
 

4
9
5
,
6
00
 

5
5
2
,
3
00

4
6
 

3
7
4
,
8
00

4
4
3
,
6
00
 

4
9
7
,
3
00
 

5
5
3
,
3
00

4
7
 

3
7
6
,
3
00

4
4
5
,
4
00
 

4
9
9
,
1
00
 

5
5
4
,
3
00

4
8
 

3
7
7
,
8
00

4
4
7
,
1
00
 

5
0
0
,
9
00
 

5
5
5
,
3
00

4
9
 

3
7
9
,
1
00

4
4
8
,
9
00
 

5
0
2
,
5
00
 

5
5
6
,
3
00

5
0
 

3
8
0
,
1
00

4
5
0
,
6
00
 

5
0
3
,
8
00
 

5
5
7
,
2
00

5
1
 

3
8
1
,
1
00

4
5
2
,
4
00
 

5
0
5
,
1
00
 

5
5
8
,
1
00

5
2
 

3
8
2
,
1
00

4
5
4
,
2
00
 

5
0
6
,
4
00
 

5
5
9
,
0
00

5
3
 

3
8
3
,
1
00

4
5
6
,
1
00
 

5
0
7
,
7
00
 

5
5
9
,
8
00

5
4
 

3
8
4
,
0
00

4
5
7
,
3
00
 

5
0
9
,
0
00
 

5
6
0
,
7
00

5
5
 

3
8
4
,
9
00

4
5
8
,
5
00
 

5
1
0
,
3
00
 

5
6
1
,
6
00

5
6
 

3
8
5
,
8
00

4
5
9
,
7
00
 

5
1
1
,
6
00
 

5
6
2
,
5
00

5
7
 

3
8
6
,
8
00

4
6
0
,
9
00
 

5
1
2
,
6
00
 

5
6
3
,
4
00

5
8
 

3
8
7
,
7
00

4
6
1
,
9
00
 

5
1
3
,
4
00
 

5
6
4
,
3
00

5
9
 

3
8
8
,
5
00

4
6
2
,
9
00
 

5
1
4
,
2
00
 

5
6
5
,
2
00

6
0
 

3
8
9
,
3
00

4
6
3
,
9
00
 

5
1
5
,
0
00
 

5
6
5
,
9
00

6
1
 

3
9
0
,
1
00

4
6
4
,
7
00
 

5
1
5
,
9
00
 

5
6
6
,
8
00

6
2
 

3
9
0
,
6
00

4
6
5
,
4
00
 

5
1
6
,
7
00
 

5
6
7
,
7
00

6
3
 

3
9
1
,
0
00

4
6
6
,
1
00
 

5
1
7
,
6
00
 

5
6
8
,
6
00

6
4
 

3
9
1
,
5
00

4
6
6
,
8
00
 

5
1
8
,
4
00
 

5
6
9
,
5
00
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6
5
 

3
9
1
,
8
00
 

4
6
7
,
5
00
 

5
1
9
,
3
00
 

5
7
0
,
4
00

6
6
 

 
4
6
8
,
2
00
 

5
2
0
,
2
00
 

6
7
 

 
4
6
8
,
9
00
 

5
2
0
,
9
00
 

6
8
 

 
4
6
9
,
6
00
 

5
2
1
,
8
00
 

6
9
 

 
4
7
0
,
1
00
 

5
2
2
,
7
00
 

7
0
 

 
4
7
0
,
8
00
 

5
2
3
,
5
00
 

7
1
 

 
4
7
1
,
5
00
 

5
2
4
,
4
00
 

7
2
 

 
4
7
2
,
2
00
 

5
2
5
,
3
00
 

7
3
 

 
4
7
2
,
6
00
 

5
2
6
,
1
00
 

7
4
 

 
4
7
3
,
2
00
 

5
2
7
,
0
00
 

7
5
 

 
4
7
3
,
9
00
 

5
2
7
,
9
00
 

7
6
 

 
4
7
4
,
6
00
 

5
2
8
,
6
00
 

7
7
 

 
4
7
5
,
0
00
 

5
2
9
,
4
00
 

7
8
 

 
4
7
5
,
6
00
 

5
3
0
,
3
00
 

7
9
 

 
4
7
6
,
2
00
 

5
3
1
,
2
00
 

8
0
 

 
4
7
6
,
7
00
 

5
3
2
,
1
00
 

8
1
 

 
4
7
7
,
3
00
 

5
3
2
,
9
00
 

8
2
 

 
4
7
7
,
8
00
 

5
3
3
,
8
00
 

8
3
 

 
4
7
8
,
3
00
 

5
3
4
,
7
00
 

8
4
 

 
4
7
8
,
8
00
 

5
3
5
,
6
00
 

8
5
 

 
4
7
9
,
2
00
 

5
3
6
,
4
00
 

8
6
 

 
4
7
9
,
8
00
 

5
3
7
,
3
00
 

8
7
 

 
4
8
0
,
2
00
 

5
3
8
,
2
00
 

8
8
 

 
4
8
0
,
7
00
 

5
3
9
,
1
00
 

8
9
 

 
4
8
1
,
2
00
 

5
3
9
,
9
00
 

9
0
 

 
4
8
1
,
8
00
 

 

9
1
 

 
4
8
2
,
4
00
 

 

9
2
 

 
4
8
2
,
8
00
 

 

9
3
 

 
4
8
3
,
3
00
 

 

9
4
 

 
4
8
3
,
9
00
 

 

9
5
 

 
4
8
4
,
5
00
 

 

9
6
 

 
4
8
5
,
1
00
 

 

9
7
 

 
4
8
5
,
6
00
 

 

再
任
用

職
 
員
 
 
 

2
9
5
,
0
00
 

3
3
7
,
4
00
 

3
9
1
,
8
00
 

4
6
4
,
8
00

5
6
4
,
7
00

備
考
 
こ
の
表
は
、
病
院
に
勤
務
す
る
医
師
に
適
用
す
る
。
 

医
 
療

 
職

 
給

 
料
 

表
 

（
２

）
 

職
員

の
区
 

分
 

職
務
 

の
級
 

 
号
給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料
月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

再
任

用
職
員

以
外
の

職
員
 

 
 

1
 

円
 

14
5
,
0
00
 

円
 

1
8
2
,
9
00
 

円
 

2
1
8
,
2
00
 

円
 

2
44
,
4
00
 

円
27
7
,
1
00

円
32
4
,
9
00

2
 

14
6
,
4
00
 

1
8
4
,
5
00
 

2
1
9
,
8
00
 

2
45
,
8
00
 

27
9
,
1
00

32
6
,
9
00

3
 

14
7
,
8
00
 

1
8
6
,
1
00
 

2
2
1
,
4
00
 

2
47
,
0
00
 

28
1
,
3
00

32
9
,
1
00

4
 

14
9
,
2
00
 

1
8
7
,
7
00
 

2
2
3
,
0
00
 

2
48
,
4
00
 

28
3
,
5
00

33
1
,
3
00

5
 

15
0
,
4
00
 

1
8
9
,
2
00
 

2
2
4
,
4
00
 

2
49
,
6
00
 

28
5
,
7
00

33
3
,
3
00

6
 

15
2
,
2
00
 

1
9
0
,
8
00
 

2
2
6
,
0
00
 

2
50
,
8
00
 

28
7
,
8
00

33
5
,
5
00

7
 

15
3
,
9
00
 

1
9
2
,
4
00
 

2
2
7
,
5
00
 

2
52
,
0
00
 

28
9
,
9
00

33
7
,
6
00

8
 

15
5
,
6
00
 

1
9
3
,
9
00
 

2
2
9
,
1
00
 

2
53
,
3
00
 

29
2
,
1
00

33
9
,
8
00

9
 

15
7
,
3
00
 

1
9
5
,
5
00
 

2
3
0
,
4
00
 

2
54
,
6
00
 

29
4
,
1
00

34
1
,
8
00

1
0
 

15
9
,
0
00
 

1
9
7
,
2
00
 

2
3
1
,
9
00
 

2
55
,
6
00
 

29
6
,
3
00

34
3
,
9
00

1
1
 

16
0
,
7
00
 

1
9
8
,
8
00
 

2
3
3
,
3
00
 

2
56
,
7
00
 

29
8
,
4
00

34
6
,
1
00

1
2
 

16
2
,
5
00
 

2
0
0
,
5
00
 

2
3
4
,
6
00
 

2
57
,
7
00
 

30
0
,
6
00

34
8
,
2
00

1
3
 

16
4
,
0
00
 

2
0
2
,
1
00
 

2
3
6
,
3
00
 

2
59
,
0
00
 

30
2
,
8
00

34
9
,
9
00

1
4
 

16
5
,
9
00
 

2
0
3
,
7
00
 

2
3
7
,
7
00
 

2
60
,
6
00
 

30
4
,
8
00

35
1
,
9
00

1
5
 

16
7
,
9
00
 

2
0
5
,
3
00
 

2
3
8
,
9
00
 

2
62
,
2
00
 

30
6
,
9
00

35
3
,
8
00

1
6
 

16
9
,
8
00
 

2
0
6
,
9
00
 

2
4
0
,
3
00
 

2
63
,
7
00
 

30
8
,
9
00

35
5
,
8
00

1
7
 

17
1
,
7
00
 

2
0
8
,
4
00
 

2
4
1
,
5
00
 

2
65
,
3
00
 

31
1
,
1
00

35
7
,
7
00

1
8
 

17
3
,
6
00
 

2
1
0
,
0
00
 

2
4
2
,
7
00
 

2
67
,
1
00
 

31
3
,
1
00

35
9
,
7
00

1
9
 

17
5
,
4
00
 

2
1
1
,
7
00
 

2
4
3
,
9
00
 

2
68
,
9
00
 

31
5
,
2
00

36
1
,
7
00

2
0
 

17
7
,
3
00
 

2
1
3
,
4
00
 

2
4
5
,
2
00
 

2
70
,
8
00
 

31
7
,
3
00

36
3
,
7
00

2
1
 

17
9
,
2
00
 

2
1
4
,
7
00
 

2
4
6
,
6
00
 

2
72
,
6
00
 

31
9
,
2
00

36
5
,
5
00

2
2
 

18
0
,
7
00
 

2
1
6
,
2
00
 

2
4
7
,
6
00
 

2
74
,
4
00
 

32
1
,
2
00

36
7
,
5
00

2
3
 

18
2
,
2
00
 

2
1
7
,
6
00
 

2
4
8
,
7
00
 

2
76
,
2
00
 

32
3
,
1
00

36
9
,
6
00

2
4
 

18
3
,
7
00
 

2
1
9
,
1
00
 

2
4
9
,
8
00
 

2
78
,
0
00
 

32
5
,
1
00

37
1
,
7
00

2
5
 

18
5
,
3
00
 

2
2
0
,
5
00
 

2
5
1
,
0
00
 

2
79
,
8
00
 

32
7
,
1
00

37
3
,
1
00

2
6
 

18
6
,
8
00
 

2
2
1
,
9
00
 

2
5
2
,
5
00
 

2
81
,
7
00
 

32
9
,
0
00

37
4
,
9
00

2
7
 

18
8
,
3
00
 

2
2
3
,
2
00
 

2
5
3
,
9
00
 

2
83
,
6
00
 

33
1
,
0
00

37
6
,
7
00

2
8
 

18
9
,
7
00
 

2
2
4
,
5
00
 

2
5
5
,
4
00
 

2
85
,
4
00
 

33
3
,
0
00

37
8
,
4
00

2
9
 

19
1
,
2
00
 

2
2
5
,
9
00
 

2
5
6
,
9
00
 

2
87
,
4
00
 

33
4
,
6
00

38
0
,
2
00

3
0
 

19
2
,
5
00
 

2
2
7
,
3
00
 

2
5
8
,
6
00
 

2
89
,
3
00
 

33
6
,
4
00

38
1
,
7
00
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3
1
 

1
9
3
,
8
00
 

2
2
8
,
8
00
 

2
6
0
,
3
00
 

2
9
1
,
1
00
 

3
3
8
,
1
00

3
8
3
,
3
00

3
2
 

1
9
5
,
1
00
 

2
3
0
,
2
00
 

2
6
2
,
0
00
 

2
9
3
,
0
00
 

3
3
9
,
9
00

3
8
5
,
0
00

3
3
 

1
9
6
,
5
00
 

2
3
1
,
6
00
 

2
6
3
,
5
00
 

2
9
4
,
8
00
 

3
4
1
,
6
00

3
8
6
,
3
00

3
4
 

1
9
7
,
9
00
 

2
3
2
,
9
00
 

2
6
5
,
3
00
 

2
9
6
,
5
00
 

3
4
3
,
4
00

3
8
7
,
6
00

3
5
 

1
9
9
,
3
00
 

2
3
4
,
0
00
 

2
6
7
,
0
00
 

2
9
8
,
3
00
 

3
4
5
,
3
00

3
8
8
,
9
00

3
6
 

2
0
0
,
7
00
 

2
3
5
,
3
00
 

2
6
8
,
8
00
 

3
0
0
,
1
00
 

3
4
7
,
1
00

3
9
0
,
1
00

3
7
 

2
0
1
,
8
00
 

2
3
6
,
7
00
 

2
7
0
,
3
00
 

3
0
1
,
6
00
 

3
4
8
,
9
00

3
9
1
,
2
00

3
8
 

2
0
3
,
1
00
 

2
3
8
,
0
00
 

2
7
2
,
0
00
 

3
0
3
,
3
00
 

3
5
0
,
6
00

3
9
2
,
4
00

3
9
 

2
0
4
,
4
00
 

2
3
9
,
2
00
 

2
7
3
,
7
00
 

3
0
5
,
0
00
 

3
5
2
,
2
00

3
9
3
,
5
00

4
0
 

2
0
5
,
7
00
 

2
4
0
,
5
00
 

2
7
5
,
4
00
 

3
0
6
,
6
00
 

3
5
3
,
9
00

3
9
4
,
6
00

4
1
 

2
0
6
,
9
00
 

2
4
1
,
8
00
 

2
7
7
,
1
00
 

3
0
8
,
4
00
 

3
5
5
,
1
00

3
9
5
,
4
00

4
2
 

2
0
8
,
1
00
 

2
4
3
,
1
00
 

2
7
8
,
7
00
 

3
1
0
,
1
00
 

3
5
6
,
2
00

3
9
6
,
2
00

4
3
 

2
0
9
,
3
00
 

2
4
4
,
3
00
 

2
8
0
,
4
00
 

3
1
1
,
7
00
 

3
5
7
,
4
00

3
9
7
,
0
00

4
4
 

2
1
0
,
5
00
 

2
4
5
,
4
00
 

2
8
2
,
1
00
 

3
1
3
,
4
00
 

3
5
8
,
6
00

3
9
7
,
8
00

4
5
 

2
1
1
,
7
00
 

2
4
6
,
6
00
 

2
8
3
,
7
00
 

3
1
4
,
6
00
 

3
5
9
,
8
00

3
9
8
,
2
00

4
6
 

2
1
2
,
8
00
 

2
4
8
,
0
00
 

2
8
5
,
4
00
 

3
1
6
,
0
00
 

3
6
0
,
6
00

3
9
8
,
8
00

4
7
 

2
1
3
,
8
00
 

2
4
9
,
5
00
 

2
8
7
,
1
00
 

3
1
7
,
5
00
 

3
6
1
,
8
00

3
9
9
,
3
00

4
8
 

2
1
4
,
9
00
 

2
5
1
,
0
00
 

2
8
8
,
7
00
 

3
1
9
,
1
00
 

3
6
2
,
9
00

3
9
9
,
7
00

4
9
 

2
1
5
,
9
00
 

2
5
2
,
6
00
 

2
9
0
,
1
00
 

3
2
0
,
5
00
 

3
6
3
,
9
00

4
0
0
,
1
00

5
0
 

2
1
6
,
9
00
 

2
5
4
,
0
00
 

2
9
1
,
7
00
 

3
2
1
,
8
00
 

3
6
4
,
9
00

4
0
0
,
4
00

5
1
 

2
1
7
,
8
00
 

2
5
5
,
4
00
 

2
9
3
,
2
00
 

3
2
3
,
0
00
 

3
6
5
,
9
00

4
0
0
,
7
00

5
2
 

2
1
8
,
8
00
 

2
5
6
,
8
00
 

2
9
4
,
8
00
 

3
2
4
,
3
00
 

3
6
6
,
9
00

4
0
1
,
0
00

5
3
 

2
1
9
,
5
00
 

2
5
7
,
9
00
 

2
9
6
,
2
00
 

3
2
5
,
4
00
 

3
6
7
,
7
00

4
0
1
,
3
00

5
4
 

2
2
0
,
4
00
 

2
5
9
,
3
00
 

2
9
7
,
7
00
 

3
2
6
,
4
00
 

3
6
8
,
5
00

4
0
1
,
6
00

5
5
 

2
2
1
,
2
00
 

2
6
0
,
7
00
 

2
9
9
,
1
00
 

3
2
7
,
5
00
 

3
6
9
,
4
00

4
0
1
,
9
00

5
6
 

2
2
2
,
2
00
 

2
6
2
,
1
00
 

3
0
0
,
6
00
 

3
2
8
,
5
00
 

3
7
0
,
3
00

4
0
2
,
2
00

5
7
 

2
2
2
,
9
00
 

2
6
3
,
1
00
 

3
0
1
,
9
00
 

3
2
9
,
0
00
 

3
7
0
,
8
00

4
0
2
,
5
00

5
8
 

2
2
3
,
8
00
 

2
6
4
,
4
00
 

3
0
3
,
1
00
 

3
2
9
,
9
00
 

3
7
1
,
6
00

4
0
2
,
8
00

5
9
 

2
2
4
,
6
00
 

2
6
5
,
7
00
 

3
0
4
,
3
00
 

3
3
0
,
7
00
 

3
7
2
,
4
00

4
0
3
,
1
00

6
0
 

2
2
5
,
4
00
 

2
6
7
,
0
00
 

3
0
5
,
7
00
 

3
3
1
,
6
00
 

3
7
3
,
2
00

4
0
3
,
5
00

6
1
 

2
2
6
,
3
00
 

2
6
8
,
0
00
 

3
0
7
,
0
00
 

3
3
2
,
4
00
 

3
7
3
,
6
00

4
0
3
,
7
00

6
2
 

2
2
7
,
2
00
 

2
6
9
,
2
00
 

3
0
8
,
2
00
 

3
3
2
,
7
00
 

3
7
4
,
3
00

4
0
4
,
0
00

6
3
 

2
2
8
,
1
00
 

2
7
0
,
5
00
 

3
0
9
,
5
00
 

3
3
3
,
3
00
 

3
7
5
,
0
00

4
0
4
,
3
00

6
4
 

2
2
9
,
2
00
 

2
7
1
,
8
00
 

3
1
0
,
7
00
 

3
3
4
,
0
00
 

3
7
5
,
7
00

4
0
4
,
6
00

 

  

6
5
 

2
2
9
,
9
00
 

2
7
2
,
8
00
 

3
1
2
,
1
00
 

3
3
4
,
6
00
 

3
7
6
,
1
00

4
0
4
,
8
00

6
6
 

2
3
0
,
7
00
 

2
7
3
,
9
00
 

3
1
2
,
9
00
 

3
3
5
,
3
00
 

3
7
6
,
7
00

4
0
5
,
1
00

6
7
 

2
3
1
,
5
00
 

2
7
5
,
0
00
 

3
1
3
,
7
00
 

3
3
6
,
0
00
 

3
7
7
,
4
00

4
0
5
,
4
00

6
8
 

2
3
2
,
4
00
 

2
7
6
,
1
00
 

3
1
4
,
5
00
 

3
3
6
,
7
00
 

3
7
8
,
0
00

4
0
5
,
7
00

6
9
 

2
3
3
,
1
00
 

2
7
7
,
2
00
 

3
1
5
,
1
00
 

3
3
7
,
4
00
 

3
7
8
,
4
00

4
0
5
,
9
00

7
0
 

2
3
3
,
8
00
 

2
7
8
,
2
00
 

3
1
5
,
8
00
 

3
3
7
,
9
00
 

3
7
8
,
9
00

7
1
 

2
3
4
,
5
00
 

2
7
9
,
3
00
 

3
1
6
,
5
00
 

3
3
8
,
5
00
 

3
7
9
,
4
00

7
2
 

2
3
5
,
2
00
 

2
8
0
,
4
00
 

3
1
7
,
1
00
 

3
3
9
,
1
00
 

3
7
9
,
9
00

7
3
 

2
3
5
,
9
00
 

2
8
1
,
3
00
 

3
1
7
,
8
00
 

3
3
9
,
4
00
 

3
8
0
,
5
00

7
4
 

2
3
6
,
7
00
 

2
8
2
,
0
00
 

3
1
8
,
0
00
 

3
4
0
,
0
00
 

3
8
1
,
0
00

7
5
 

2
3
7
,
5
00
 

2
8
2
,
5
00
 

3
1
8
,
6
00
 

3
4
0
,
5
00
 

3
8
1
,
6
00

7
6
 

2
3
8
,
3
00
 

2
8
3
,
3
00
 

3
1
9
,
2
00
 

3
4
1
,
1
00
 

3
8
2
,
2
00

7
7
 

2
3
8
,
9
00
 

2
8
4
,
1
00
 

3
1
9
,
8
00
 

3
4
1
,
6
00
 

3
8
2
,
7
00

7
8
 

2
3
9
,
5
00
 

2
8
4
,
7
00
 

3
2
0
,
3
00
 

3
4
2
,
1
00
 

3
8
3
,
2
00

7
9
 

2
4
0
,
1
00
 

2
8
5
,
3
00
 

3
2
0
,
8
00
 

3
4
2
,
6
00
 

3
8
3
,
7
00

8
0
 

2
4
0
,
7
00
 

2
8
5
,
9
00
 

3
2
1
,
3
00
 

3
4
3
,
0
00
 

3
8
4
,
2
00

8
1
 

2
4
1
,
1
00
 

2
8
6
,
6
00
 

3
2
1
,
9
00
 

3
4
3
,
3
00
 

3
8
4
,
5
00

8
2
 

2
4
1
,
5
00
 

2
8
7
,
1
00
 

3
2
2
,
4
00
 

3
4
3
,
6
00
 

3
8
5
,
0
00

8
3
 

2
4
1
,
9
00
 

2
8
7
,
5
00
 

3
2
2
,
8
00
 

3
4
4
,
0
00
 

3
8
5
,
4
00

8
4
 

2
4
2
,
3
00
 

2
8
7
,
9
00
 

3
2
3
,
3
00
 

3
4
4
,
3
00
 

3
8
5
,
8
00

8
5
 

2
4
2
,
7
00
 

2
8
8
,
1
00
 

3
2
3
,
8
00
 

3
4
4
,
8
00
 

3
8
6
,
2
00

8
6
 

 
2
8
8
,
3
00
 

3
2
4
,
2
00
 

3
4
5
,
1
00
 

3
8
6
,
7
00

8
7
 

 
2
8
8
,
5
00
 

3
2
4
,
4
00
 

3
4
5
,
4
00
 

3
8
7
,
1
00

8
8
 

 
2
8
8
,
7
00
 

3
2
4
,
8
00
 

3
4
5
,
7
00
 

3
8
7
,
5
00

8
9
 

 
2
8
9
,
1
00
 

3
2
5
,
2
00
 

3
4
6
,
1
00
 

3
8
7
,
9
00

9
0
 

 
2
8
9
,
3
00
 

3
2
5
,
6
00
 

3
4
6
,
4
00
 

3
8
8
,
4
00

9
1
 

 
2
8
9
,
5
00
 

3
2
6
,
0
00
 

3
4
6
,
8
00
 

3
8
8
,
8
00

9
2
 

 
2
8
9
,
7
00
 

3
2
6
,
4
00
 

3
4
7
,
1
00
 

3
8
9
,
2
00

9
3
 

 
2
9
0
,
1
00
 

3
2
6
,
7
00
 

3
4
7
,
5
00
 

3
8
9
,
6
00

9
4
 

 
2
9
0
,
3
00
 

3
2
6
,
9
00
 

3
4
7
,
8
00
 

3
9
0
,
1
00

9
5
 

 
2
9
0
,
5
00
 

3
2
7
,
3
00
 

3
4
8
,
1
00
 

3
9
0
,
5
00

9
6
 

 
2
9
0
,
8
00
 

3
2
7
,
6
00
 

3
4
8
,
4
00
 

3
9
0
,
9
00

9
7
 

 
2
9
1
,
2
00
 

3
2
7
,
8
00
 

3
4
8
,
7
00
 

3
9
1
,
3
00

9
8
 

 
2
9
1
,
5
00
 

3
2
8
,
1
00
 

3
4
9
,
1
00
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9
9
 

 
2
9
1
,
7
00
 

3
2
8
,
4
00
 

3
4
9
,
5
00
 

1
0
0 

 
2
9
2
,
0
00
 

3
2
8
,
7
00
 

3
4
9
,
9
00
 

1
0
1 

 
2
9
2
,
3
00
 

3
2
8
,
9
00
 

3
5
0
,
4
00
 

1
0
2 

 
2
9
2
,
5
00
 

3
2
9
,
2
00
 

3
5
0
,
8
00
 

1
0
3 

 
2
9
2
,
7
00
 

3
2
9
,
6
00
 

3
5
1
,
2
00
 

1
0
4 

 
2
9
3
,
0
00
 

3
2
9
,
8
00
 

3
5
1
,
6
00
 

1
0
5 

 
2
9
3
,
3
00
 

3
2
9
,
9
00
 

3
5
2
,
1
00
 

1
0
6 

 
 

3
3
0
,
2
00
 

 

1
0
7 

 
 

3
3
0
,
6
00
 

 

1
0
8 

 
 

3
3
0
,
8
00
 

 

1
0
9 

 
 

3
3
1
,
0
00
 

 

1
1
0 

 
 

3
3
1
,
4
00
 

 

1
1
1 

 
 

3
3
1
,
8
00
 

 

1
1
2 

 
 

3
3
2
,
2
00
 

 

1
1
3 

 
 

3
3
2
,
4
00
 

 

再
任
用

職
 
員
 
 
 

1
8
7
,
5
00
 

2
1
4
,
1
00
 

2
4
2
,
3
00
 

2
5
5
,
7
00
 

2
8
0
,
9
00

3
2
1
,
6
00

備
考
 
こ
の
表
は
、
病
院
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
管
理
栄
養
士
、
栄
養
士
、
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
臨
床
工
学

技
士
及
び
そ
の
他
の
職
員
で
管
理
者
が
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。
 

医
 

療
 

職
 

給
 
料

 
表

 
（

３
）
 

職
員
の

区
 
分
 

職
務
 

の
級
 

 
号
給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

給
料
月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料
月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 
1
 

円
 

1
5
8,
4
00
 

円
 

1
8
5
,9
00
 

円
 

2
3
4
,
3
00
 

円
 

2
57
,
3
00
 

円
2
8
3
,
00
0

円
3
2
8
,
2
00

2
 

1
5
9,
8
00
 

1
8
8
,0
00
 

2
3
6
,
1
00
 

2
58
,
3
00
 

2
8
4
,
80
0

3
3
0
,
3
00

3
 

1
6
1,
3
00
 

1
9
0
,1
00
 

2
3
7
,
9
00
 

2
59
,
2
00
 

2
8
6
,
70
0

3
3
2
,
4
00

4
 

1
6
2,
7
00
 

1
9
2
,1
00
 

2
3
9
,
7
00
 

2
60
,
3
00
 

2
8
8
,
70
0

3
3
4
,
6
00

5
 

1
6
4,
2
00
 

1
9
4
,2
00
 

2
4
1
,
1
00
 

2
61
,
2
00
 

2
9
0
,
50
0

3
3
6
,
8
00

6
 

1
6
5,
7
00
 

1
9
6
,5
00
 

2
4
2
,
4
00
 

2
62
,
2
00
 

2
9
2
,
30
0

3
3
8
,
9
00

7
 

1
6
7,
2
00
 

1
9
8
,8
00
 

2
4
3
,
6
00
 

2
63
,
0
00
 

2
9
4
,
20
0

3
4
1
,
1
00

8
 

1
6
8,
7
00
 

2
0
1
,1
00
 

2
4
4
,
9
00
 

2
64
,
1
00
 

2
9
6
,
10
0

3
4
3
,
2
00

9
 

1
7
0,
0
00
 

2
0
3
,5
00
 

2
4
6
,
0
00
 

2
65
,
2
00
 

2
9
8
,
00
0

3
4
4
,
9
00

10
 

1
7
1,
7
00
 

2
0
4
,9
00
 

2
4
7
,
1
00
 

2
66
,
0
00
 

2
9
9
,
90
0

3
4
6
,
9
00

11
 

1
7
3,
3
00
 

2
0
6
,3
00
 

2
4
8
,
0
00
 

2
67
,
2
00
 

3
0
1
,
70
0

3
4
8
,
8
00

12
 

1
7
4,
9
00
 

2
0
7
,7
00
 

2
4
9
,
0
00
 

2
68
,
4
00
 

3
0
3
,
60
0

3
5
0
,
8
00

13
 

1
7
6,
4
00
 

2
0
9
,1
00
 

2
5
0
,
3
00
 

2
69
,
7
00
 

3
0
5
,
30
0

3
5
2
,
8
00

14
 

1
7
8,
4
00
 

2
1
0
,6
00
 

2
5
1
,
4
00
 

2
71
,
1
00
 

3
0
7
,
00
0

3
5
4
,
9
00

15
 

1
8
0,
4
00
 

2
1
2
,1
00
 

2
5
2
,
2
00
 

2
72
,
3
00
 

3
0
8
,
80
0

3
5
7
,
0
00

16
 

1
8
2,
4
00
 

2
1
3
,3
00
 

2
5
3
,
2
00
 

2
73
,
8
00
 

3
1
0
,
60
0

3
5
9
,
0
00

17
 

1
8
4,
6
00
 

2
1
4
,7
00
 

2
5
4
,
1
00
 

2
75
,
2
00
 

3
1
2
,
50
0

3
6
1
,
0
00

18
 

1
8
6,
7
00
 

2
1
6
,2
00
 

2
5
5
,
0
00
 

2
76
,
6
00
 

3
1
4
,
10
0

3
6
3
,
0
00

19
 

1
8
8,
8
00
 

2
1
7
,7
00
 

2
5
6
,
0
00
 

2
77
,
9
00
 

3
1
5
,
80
0

3
6
5
,
1
00

20
 

1
9
0,
9
00
 

2
1
9
,2
00
 

2
5
7
,
0
00
 

2
79
,
4
00
 

3
1
7
,
50
0

3
6
7
,
2
00

21
 

1
9
3,
0
00
 

2
2
0
,6
00
 

2
5
7
,
9
00
 

2
81
,
0
00
 

3
1
9
,
00
0

3
6
8
,
9
00

22
 

1
9
5,
2
00
 

2
2
2
,3
00
 

2
5
8
,
9
00
 

2
82
,
6
00
 

3
2
0
,
50
0

3
7
1
,
0
00

23
 

1
9
7,
4
00
 

2
2
4
,0
00
 

2
5
9
,
9
00
 

2
84
,
1
00
 

3
2
2
,
10
0

3
7
3
,
1
00

24
 

1
9
9,
6
00
 

2
2
5
,7
00
 

2
6
0
,
9
00
 

2
85
,
6
00
 

3
2
3
,
60
0

3
7
5
,
1
00

25
 

2
0
1,
6
00
 

2
2
7
,1
00
 

2
6
2
,
1
00
 

2
86
,
9
00
 

3
2
5
,
30
0

3
7
7
,
1
00

26
 

2
0
2,
9
00
 

2
2
8
,8
00
 

2
6
3
,
5
00
 

2
88
,
7
00
 

3
2
6
,
70
0

3
7
8
,
7
00

27
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3
3
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00
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00
 

2
6
1
,
4
00
 

2
7
1
,
6
00
 

2
8
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,
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00

3
2
5
,
0
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備
考
 
こ
の
表
は
、
病
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に
勤
務
す
る
看
護
師
及
び
准
看
護
師
に
適
用
す
る
。
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 別表第３の１行政職給料表職務級別基準表中 

「 

定型的な業務を行う職務 

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

                           」を 

「 

定型的な業務を行う職務 

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

看護助手の職務 

                           」に、 

「 

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

                           」を 

「 

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

困難な業務を行う看護助手の職務 

                           」に改め、同表の２医療職給料表⑴

職務級別基準表４級の項中「医療管理監」を「消化器センター長」に改める。 

 別表第４の２医療職給料表⑵昇格時号給対応表中 

「          「 

 

 

 

 

 

 

          を          に改める。 

 

 

 

 

 

 

         」          」 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 
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 別表第４の２の２医療職給料表⑵降格時号給対応表中 

「          「 

 

          を          に改める。 

 

         」          」 

 別表第５中 

「 

病院長（管理者の定めるものに限る。） 

医療管理監（管理者の定めるものに限る。） 

副院長（管理者の定めるものに限る。） 

                          」 

を 

「 

病院長 

消化器センター長（管理者の定めるものに限る。）

副院長（管理者の定めるものに限る。） 

                          」 

に改める。 

 別表第６中 

「            「 

            を            に改める。 

           」            」 

 別表第７を次のように改める。 

85 90 

85 96 

85 102 

３００，０００円 ３３０，０００円

85 91 

85 98 

85 105 
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（亀岡市立病院旅費支給規程の一部改正） 

第１１条 亀岡市立病院旅費支給規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第２８号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条の表市長等の項及び４級以上の職務にある者の項中「医療管理監」を「消化器センター

長」に改める。 

 

別表第７（第５条関係） 

初 任 給 調 整 手 当 

期間の区分 支給額 

円

1年未満 307,800 

1年以上2年未満 307,800 

2年以上3年未満 307,800 

3年以上4年未満 307,800 

4年以上5年未満 307,800 

5年以上6年未満 307,800 

6年以上7年未満 307,800 

7年以上8年未満 307,800 

8年以上9年未満 307,800 

9年以上10年未満 307,800 

10年以上11年未満 307,800 

11年以上12年未満 307,800 

12年以上13年未満 307,800 

13年以上14年未満 307,800 

14年以上15年未満 307,800 

15年以上16年未満 307,800 

16年以上17年未満 304,500 

17年以上18年未満 301,200 

18年以上19年未満 297,900 

19年以上20年未満 294,600 

20年以上21年未満 291,300 

21年以上22年未満 277,500 

22年以上23年未満 263,500 

23年以上24年未満 250,000 

24年以上25年未満 236,100 

25年以上26年未満 222,400 

26年以上27年未満 204,800 

27年以上28年未満 187,700 

28年以上29年未満 170,400 

29年以上30年未満 152,800 

30年以上31年未満 134,800 

31年以上32年未満 116,500 

32年以上33年未満 98,600 

33年以上34年未満 72,600 

34年以上35年未満 48,300 
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   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行し、平成 

２７年１２月１日から適用する。ただし、第

１条から第８条まで並びに第１０条及び第 

１１条の規定は、平成２８年４月１日から施

行する。 

 （給与の内払） 

２ この規程による改正後の亀岡市立病院職員

の給与に関する規程（以下「改正後の給与規

程」という。）の規定を適用する場合におい

ては、第９条の規定による改正前の亀岡市立

病院職員の給与に関する規程の規定に基づい

て支給された給与は、改正後の給与規程の規

定による給与の内払とみなす。 

 （切替日前の異動者の号給等の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にして異動した職

員の切替日における号給又は給料月額及びこ

れらを受けることとなる期間については、そ

の者が切替日において職務の級を異にする異

動等をしたものとした場合との権衡上必要と

認められる限度において、管理者の定めると

ころにより、必要な調整を行うことができる。 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

４ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の

適用を受ける職員で、その者の受ける給料月

額が同日において受けていた給料月額に達し

ないこととなるもの（別に定める職員を除

く。）には、平成３０年３月３１日までの間、

給料月額のほか、その差額に相当する額（給

料表の適用を受ける職員（再任用職員を除

く。）のうち、その職務の級が６級以上であ

る者（以下この項において「特定職員」とい

う。）にあっては、５５歳に達した日後にお

ける最初の４月１日（特定職員以外の者が 

５５歳に達した日後における最初の４月１日

後に特定職員となった場合にあっては、特定

職員となった日）以後、当該額に１００分の

９８．５を乗じて得た額）を給料として支給

する。 

５ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を

受ける職員（前項に規定する職員を除く。）

について、同項の規定による給料を支給され

る職員との権衡上必要があると認められると

きは、当該職員には、別に定めるところによ

り、同項の規定に準じて、給料を支給する。 

６ 切替日以降に新たに給料表の適用を受ける

こととなった職員について、任用の事情等を

考慮して前２項の規定による給料を支給され

る職員との権衡上必要があると認められると

きは、当該職員には、別に定めるところによ

り、前２項の規定に準じて、給料を支給する。 

 （国の例引用） 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほ

か、この規程の施行に関し疑義が生じた場合

は、国の例による。 

 

「掲示済」 
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